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地
方
公
務
員
へ
の
労
時
間
基
準
語
の
適
用
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は
レ
め
に
川
働
時
前
苧
法
の
原
則
辿
出
と
叶
家
公
務
寸
(
中
川
悦
尚
一

泊
鈎
ド
川
本
法
の
い
い
p

体
的
活
用
判
明
百
と
で
の
山
恒
吉

地
L
J
公
務
問
、
ェ
円
j

へ

条

現

行

却

に

ζ

そ
の

V
4
6

約
九
叫
と
は
な
い
事
雫
の
勺
別
守
分
|
|
主
朴
な
な
問

む
切
れ
明
世
と
い
み
例
外
も
な
い
戸
市
得
制
限
規
比

ま
二
め
ト
か
え
ど
労
脱
甘
ん
ム
ヰ
伝
説
川
丹
波
μ「

回

， 

は
じ
め
に
川
一
心
俄
恭
竿
ぬ
の
は
出
泊
中
市
と
説
家
公
湾
rH
準
拠
の

風
土

治明

任
川
と
民
市
は
込
司
ノ
国
や
地
引
け
一
八
へ
共
川
出
休
と
そ
の
掛
川
口
レ
の
刊
に
は
、
労
働
契
約
調
係
は
令
直

L
な
い
。
心
務
自
の
伝
作
さ
は
、
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L
な
い
一

ーヘ

ノシ

1ミ

項
、
と
規
定
1
し
一
に
い
ゐ
の
は
、
こ
の
こ
と
を
河
内
に
去
し
ご
い
る
と
ハ
〉
て
も
誤
り
で
は
な
し

そ
の
よ
う
な
理
解
が
肢
に
&
さ
れ
て
い
る
n

労
働
契
約
法
が

1

こ
の
法
律
は
、
同
ぷ
三
務
員
投
び
地
』
力
f

九一「村
H
H
に
つ
い

γ
は
、
迫
清

匡
家
公
務
員
J

じ
め
れ
地
方
公
務
員
で
あ
れ

一
般
職
の
恥
は
に
つ
い
て
は
、
労
働
糾
ん
寸
法
や
労
働
問
係
誹
叫
ん
mu
法
は
連
用
さ
れ
な
し



乙
は
い
え

の
い
場
合
に
は

一
絞
殺
の
殺
は
で
あ
れ
ば
俗
的
基
ヰ
法
も
尚
一
い
い
い
ず
さ
れ
主
い

-
L
:
?
i
;
i
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-
-
ド
ァ
七
三
科
土
法
院
日

め
い
ト

H
U

ぷ
L

的
方
公
務
員
の
場
介
じ
は

R:i 
f日

ム
ヰ
年
込
律
ぺ
同
一
ハ

司
法
が
以
引
と
工
み
州
四
民
主
れ
る
っ
出
万
八
戸
時
訪
日
法

五
八
久
ふ
り
凱
ハ
止
が
/
て
れ
円
で
あ
る
が
、
制
定
当
初
の
同
法
は
、
こ
の
こ
/
一
を
た
め
よ
う
に
定
的
て
い
た
J

(
備
の
法
揮
の
適
用
除
外
〉

第
五
十
八
条

労
働
約
ム
r
法
(
唱
初
二

l
同
午
法
伊
第
百
七
l

川い
2

E
び
労
働
持
括
和
訓
整
法
(
川
和
十

年
比
律
川
市

l
立

rz

話
び
に
こ
れ

A
h
t
基
く
命
令
の
判
別
1

疋
は
、

職
員
に
関

L
C
適
川
し
な
い

" 

労
働
u
恭一一千法

十
二
与
法
律
第
同
十
九

z
i
第
二
丸
木
、
約
一
ヘ

l
c
条
、
第
八

12r、
第
八
十
九
条
苧
h
J

徐

九

|

で川的人一パリ市引円

条
の
法
{
之
、
ザ
ぴ
に
こ
札
ら
の

に
本
く
命
す
の
規
定
は
、

職
民
に
関
し
て
旭
用
し
な
い

仰
し
、
労
働
基
準

弘
治
八

l
h条
一
、
第
ヘ
ト
六
長
及
ぴ
お
よ
H

条
の
ほ
{
λ

に
こ
れ
、
つ
の
泣
{
九
日
v
ネ
く
命
令
の
規
=
は
、

地
i
リ
公
共
凶
[
停
の
p
]

う
労
働
長
&
王
第
八
条
第
一
口
打
ー
か
ら
一
一
以

i
号
ま
で

一
日
か
ら
第
十
五
u
h
d
J
ま
で
に
剥
げ
三
山
吉
宗
に
従
ポ
す
る
職
員
に
限
}
ぷ
、

は
庖
市
寸
7
Q
C

今

労
鍛
英
治
法
の
侶
仇
{
正
ψ
ぴ
じ
ご
れ
ら
の
提
{
正
に
基
ノ
¥
ム
叩
守
の
北
J

疋
け
て
川
広
訂
版
定
に

E
リ
議
員
に
問
問

L
て
通
町
さ
れ
る
も
の

を
遣
問
し
す
る
場
介
に
お
け
る
破
片
の
勤
務
条
刊
に
関
す
る
、
〕
可
僚
長
準
げ
h
h
V
絞
閣
の
恐
慌
は
、

地
心
公
共
刈
仙
の
「
仁
つ
、
〕
心
掛
山
北
町
山
市
次
第

ヘ
り
京
協

月
一
か
ら
第
十
ワ
ま
で
い
戊
が
お
一
一
川
ヲ
か
ら
第
十
円
且
つ
ま
で
に
掲
げ
む
事
業
じ
に
事
す
る
成
員
の
均
台
を
主
主
、

人
事
安
門
司

会
又
は
そ
の
委
汗
を
-
ズ
け
た
r

ヘ
事
委
員
会
の
委
員

{
へ
事
委
員
会
を
晋
か
な
い
地
点
公
共
団
体
に
お
い
亡
は
、

地
方
公
共
川
体
内

声
合
が
行
つ
も
の
と
す
る
の

タ乙
、々
土
> 
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現
業
絞
こ
司
弔
J
n
R
敢
に
共
通
し
と
也
い
H
h

を
除
外
さ
れ
る
労
協
基
準
法
の
謂
J廷
は
、
、
汚
鈴
九
人
件
の
い
万
州
、
ι
町
付
寸
決
定
等
に
つ
い
て
一
疋
め
た

久対
1

こ
、
抗
議
苅
引
に
問
LF
る
弘
定

八
九
条
{
九
二
一
条
)

非
T
4
(山首一市救

の
教
濃
い
パ
J
T
A
パむ

に
す
さ
な
い

場
九
円
、
こ
れ
に
災
害
梢
慢
に
係
る
富
十
九
H

・
品
川
…
裁
に
閣
す
る
机
だ
〔
八
五
条
e

八
六
条
ス
お
よ
ぴ
司
法
竺
信
也
、
こ
し
し
の
労
働
党
準
詰

判じ

Jh
の
総
務
砕
川
町
説
だ

条
)
が
幻
わ
り
、
「
掛
川
円
買
の
釘
珠
山
条
件
に
相
対
す
る
け
ゲ
働
芯
単
品
宵
検
問
相
内
総
惟
一
は
、

人
事
を
員
公

一¥
¥ー

守
地
刀
公
立
ハ
川
山
体
の
r
k
が
一
ち
つ
こ
と
に
な
る

n
L
か
し
、
高
川
崎
外
と
い
っ

cも
、
以

t
に
尺
ミ
さ
る
U

地
+
川
公
仲
間
叫
に
は
P

ガ
俄
恭
常
法

カ
京
刈
と
し
て
削
一
刑
さ
れ
る

と
い
わ
れ
る
理
由
が
P
Z
」
に
あ
る
。

こ
h

つ
し
て
、

時
職
の
阪
口
円
で
あ
る
地
リ
バ
八
F
A
J

汗
胃
、
に
つ
い
て
は
、

仏
ボ
~
が

一
関
す
る
規
定
(
れ

ギ

条

労
働
時
山
い
す
に
関
L
9
る
川
叫
ん
正
(
抗
出
第
四
章
J

守レ
r

一
レ
一
も
に
、
例
外
な
f

、
厄
用
を
み
る
封
為
条
件
法
定
(
条
例
〉
キ
義

を
百
と
す
る
公
務
員
の
日
開
か
ら
は
ぷ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
、
ぺ

そ
う
し
た
口
氏
況
が
池
L
M
公
務
員
に
と
っ
亡
は
一
切
り
土
」
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j

、ノ一

c
d
w
d
l
r一

み

あ

へ
J

九
、つF

公
湾
民
的
μ

わ
い
川
関
係
は
労
尚
契
約
関
係
と
異
な
る
し
y

い
よ
ノ
ぷ
訟
も
、
こ
札
で
は
説
得
ハ
リ
を
z
た
い
か
ね
な
ぺ
今
で
み
れ
ば
、

jtノうとと務ri/'¥のlガ↑動基準江じ))喜市

一
議
〕
も
こ
の
よ
う
な
感
想
葬
一
持
〉
」
一
に
相
速
な
い
J

た
だ
、
任
M
m
悶
係
と
労
働
契
約
関
係
こ
の
涼
し
に
関

t
る
忠
誠
が
、
J

「
陀
は
希
薄
で
あ
っ
た
F

め
て
あ
ム
り
つ
か
、
出
ト
勺
円
公
務
員
法
主

に
つ
い
て
訴
訟

L
た
窮
f
t
J
4
2
会
の
会
一
ぷ
対
を
品
て
も
、
労
熊
却
〈
約
と
の
田
川
町
咋
」
つ
い
と
ふ
孔
九
州
」
た
形
跡
な
ど
ま
っ
た
く
み
「
つ
れ
な
い

(
正
砕
ド
は

1

労
俄
吋
人
約
一
と
い
う
文
字
す
り
一
度
も
登
場
し
な
い
)
〉
労
協
長
準
法
の
坦
出
に
閣
す
る
市
川

t
、
以
下
に
み
る
仁
う

な
概
括
的
一
所
叫
に
終
始
し
た
の
で
あ
ゐ
。

公
務
員
の
ふ
昔
、
力
、

2
見
て
地
川
公
務
員
に
対
し
て
も
労
働
組
合
法
、
労
働
持
括
和
訓
整
法
の
規
定
の
姐
市
を
引
A

空
9
る
こ
と
し
い
い

た
し
ま
し
h

の
は
、
医
家
公
務
員
伐
の
場
ん
と
同
一
阪
で
あ
り
ま
古
が
、
労
働
某
準
法
の
制
1
4

疋
は
、
地
方
公
務
員
の
本
常
に
犯
恥 rFi 

取人法羊)fi3 (:-).~--:n 7:1;) r20]').: IJ 



↑9
る
規
定
を
除
支
一
、
原
則
と
し
と
こ
れ
を
泊
府
宇
る
こ
こ
に
い
F

J

J
の
で
あ
り
ま
す
な
お
九
%
的
系
企
法
仁
忍
:
昨
柊
は
、

羽
目
の
場
介
を
除

3
、
応
万
河
川
り
の

E
F及
び
人
吾
わ
誌
の
続
性
確
に
い
の
は
治
か
ら
、

t
H公
共
刈
体
町
一
日
、
上
的
品
防
相
門
に
ふ
ら
し

の
る
こ
ど
と
い
た

L
、
お
り
ま
す

間
利
一
ゐ
百
年

一
一
日
二
川
口
レ
閉
山
般
の
夜
議
街
地
心
行
政
安
司
去
に
お
け
る
制
川
町
清
宗
国
詩
人

E
(地
h

川
山
門
前
庁
長
(h

の
従
業
珂
由
説
羽
三

労
働
一
法
の
つ
の
労
働
阜
市
法
て
i

あ
り
ま
づ
が
、
こ
引
に
つ
き
ま

L
て
は
い
わ
ゆ
る
均
汗
告
と

L
て
の
け
取
低
の
出
務
淀
川
叶
を

M
M
濠
い
た

L
た
も
の
ご
ご
メ
い
ま
し
て
、
公
湾
民
と
し
て
の
叫
絡
に
鉱
蝕
い
た
し
ま
す
よ
う
な
部
分
、
去
と
え
ば
労
働
仮
作
の
け
川
竿

決
定
で
あ
り
ま
オ
と
か
、
あ
る
い
は
抗
業
規
則
の
関
係
で
品
り
ま
す
と
か
、
あ
る
い
は
司
法
作
祭
占
口
の
関
係
で
あ
り
ま
す
レ
か
い
つ

と
よ
う
な
、
八
ム
F
4
R
の
性
倍
か
っ
巾
し
ま

L
て
、
れ
干
の
相
人
れ
な
い
規
J

疋
キ
」
散
さ
ま

L
て
は
、
基
本
的
に
は
労
働
業
平
泣
か
一
七
め

て
お
り
ま
寸
F

勤
務
絡
件
に
閉
山
す
る
保
院
は
、
こ
札
を
そ
の
ま
ま
地
ら
公
務
員
ト
も
直
川
す
る
と
い
う
日
に
、
、
た
し
て
お
り
ま
し
て
、

労
働
一
十
日
が
考
え
て
お
打
ま
ず
M

刊
八
慌
の
保
護
と
勺
つ
も
の
に
は
、

三
は
禿
「
ー
か
わ
っ
、
参
り
J

玉
、
〆
た
け
札
ー
と
も
欠
け
る
一
、
し
y

は
な
い

ょ
う
?
ト
、
立
索
J

と
い
た
-
て
お
る
次
第
に
ご
ざ
い
ま
す
」
(
民
和
二
五
伝
一

H

八
円
阿
佐
の
抗
議
院
地

h
行
政
委
員
会
に
お
け

る
鈴
木
俊
一
政
府
委
員
(
地
ト
h
f
H
治
h
次
長
、
後
の
京
一
不
都
知
事
一
)
C) 

守也

的
行
公
路
一
員
の
動
務
久
木
仕
い
に
つ
い
と
は

仙
川
万
公
務
門
司
法
四
条

自
作
す
れ
ヰ
む
『
(
の
そ
れ

F
J
と
を
泉
本
y
t

一;Q
F

は
戸
一
、
つ
LLhJ
持
J
A
ハ
か
ら
J

宇
で
ず
費
並
び
に
同
門
及
び
仙
の
地
力
公
共
J
体
の
検
討
持
ぴ
に
民
山
事
長
の
従

泊
三
、
「
続
け
買
の
M
U

山
手
は

事
者
の
給
与
を
の
他

て
4
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
規
定
C
F
る
2
と
も
に
、
そ
の
立
尚
一
で
1

服
尽
の
一
部
務
尚

間
そ
の
抱
織
門
買
の
給
与
以
札
の
勤
務
条
件
寸
を
定
め
る
に
中
」
つ
て
は
、
利
及
川
J

胞
の
地
方
公
宍
川
山
口
伴
内
城
門
間
し
し
の
聞
い
権
市
川
を
ペ
ヘ
し
な
い

よ
う
に
い
必
当
な
写
患
が
払
わ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
丈
め
た
乙
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ー

γ
m
U
J
O
、

年
五
月
日
、
口
氏
円
憲
法
や
抗
生
方
古
川
治
法
こ
一
円
ド
ザ
に
胞
ノ
む
さ
九
と

地
!
ケ
」
バ
ム
伊

ぞ
れ
戸
寸
で

i
h
o
か
っ
p

c

w
叶
削

法
脳
行
就
程
一
(
ハ
昭
和
二
年
攻
守
約
九
u
ど
に
は
、
既
じ
以

r
の
?
で
つ
な
規
正
が
〈
づ
い
ま
れ
て
い
た
F

」
レ
一
に
も
巨
人
化
川
リ
る
必
要
が

あ
竺
な
お
、
h

〕
の
政
令
は
古
来
、

H
H
遇
措
U
E
f
r
L
C
{
ι
め
ら
れ
れ
も
の
ご
は
あ
っ
た
が
、

い
ま
だ
従
ー
刊
さ
れ
る
に
は
中
っ
て
い
な
い

(
現
行

間
町
ね
六
四
年
一
月
一

じ杭一
4

打

に
よ
れ
湾
刑
判
部
ド
小
川
別
注
さ
れ
た
九
条
を
踏
襲
。

条
は
、
開
ね
z
九
二
社
内
改
リ

主

力

条

J
b
、
F
b必

八
守
の
改
正

ま
じ
は
干
し
ド
い
杭
)

U

「

F
成

占
ハ
ム
サ
同
万
一
円
施
行
一

第
二
十
九
条

都
道
府
県
庁
の
執
務
止
片
山
及
び
引
道
昨
川
県
山
駅
員
の
休
暇
及
び
休
円
寺
じ
つ
い
て
は

百
庁
の
執
務
呼
出
及
び
官
円
山
ん
の

休
暇
υ
札
口
ホ

υい
す
に
関
L
9
る
川
叫
ん
正
を
小
平
制
す
る

ηι
し
、
部
遊
府
県
知
事
は
、
持
に
必
要
!
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
J

止
す
?
/
ご
」

!
y
一
が
で
え
る
J

第
五
十
五
条

ヌ1
事

出
納
長
及
び
間
山
町
納
長

の
他
の

つ
い
て
は
、
条
川
内
で
こ
札
合
{
λ

め
る
つ

副
知
ポ

jtノうとと務ri/'¥のlガ↑動基準江じ))喜市

/ワ1
¥イン

地
h
h
u
治
安
三
一
た
い
灸
MA

判
取
に
掲
げ
る
も
の
や
一
除
く
外
、

の
給
料
そ
の
他
の
給

7

に
つ
、
い
て
は
、

部
記
府
同
一
円

規
定

子
当
及
び
〆
山
費
の
J

制
ぃ
疋
び
に
そ
の
t

文
給
方
法
川
一
、

hk
例
で
と
ふ
れ
を
ハ
た
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
注

守
一
、
込
一
ノ
〉
亡
、

ト
4
4
y
カ
み
4
2
r
l寸ヲ

4

片
山
の
俸
給
?
の
地
の
給

12ハ
一
例
に

LTω
一

七
L
O
人
由
宇
佐
規
則
の
改
正
に
強
い
湖
、
心
会
一
い
だ
く

日
犯
行
刈
八
、
共
叫
体
仁

労
働
草
場
ア
伐
の
改
正
よ
り
も

現
在
も
r
h
d
¥
み
h
J
れ
ゐ

閉
山
家
公
務
員
惜
姐
の

は
、
こ
う

L
て
で
き
あ
が
っ
ん
の
で
あ
る
川

取
び〉
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円
々
一
約
北
川
羊

μ
の
具
体
的
適
州
市J
均
一
回
と
そ
の
問
題
点

地
方
公
務
員
法
五
八
条

i
i
i現
行
規
定
と
そ
の
内
容

判
什
定
以
米
、

ハ
〆
ノ
一
午
告
し
り
つ
地
引
け
一
八
ヘ
ル
均
一
員
法
仁
{
芯
め
人
三
忍
市
津
外
札
胤
疋
灯
均
行
に
も
、
以
h

に
み
る
よ
、
)
に
ν

吠
変
化
は
あ
っ
人
J

O

た
け
に
、
そ
の
γ

八
半
ば
、
、
方
償
基
埠
法
内
庁
、
ιー
に
堵
川
、
っ
ち
の
ご
あ
っ
て

制
」
試
の
ば
サ
ノ
迫
川
と
い
う
地
川
一
公
議
員
法
の
ス
タ
〆
ス
一
U
体
が

大
き
く
恋
わ
っ
た
わ
け
ご
は
士
い

(
以
ト
、
山
正
部
分
い
限
定
し
て
I

メ
ン
よ
ぜ
パ
刊

7
1

(
品
閣
の
法
律
の
適
用
除
外
等
〉

第
五
十
八
条

労
働
組
ヘ
バ
リ
一
院

(
川
町
花

l
E
て
に
津
第

H
じ
l
匝
芝
、
川
J

問
問
係
読
整
必

(
昭
利

去
、
山
洋
治

1
6
討
す

ぴ「
H
M
U
F
H
/
主

hfm和
十
川
ト
ヰ
白
山
津
信
ム
円
二
ト
七
コ
J

J

一

に
二
れ
た
t
恭
く
命
令
の
剖
疋
は
、
職
員
に
闘
し
て
巡
回
叶

υ

な
い
d

{
コ
メ
、
J

ト
}

ι

!

万
鈎
基
準
ト
一
一
八
条
以
卜
に
定
め
の
あ
ハ
た
ぷ
低
賃
金
に
mmす
る
日
判
定
が
阿
干
広
か
ら
分
離
独
立

J

た
~
」
し
y
↓

b
h
μ
人
慨
に
、

制
日
れ
4
A
主
法
に
つ
い
て
は
そ
の
油
市
を
除
外
、
職
員
の
川
市
与
は
、

造
方
'
公
務
ハ
H
法
に
P

止
め
る
情
勢
迎
ょ
ん
の
原
則
(
川
灸
)
、

に
小
っ
て
戸
ぜ
さ
な
江
川
以
九
九
J

作

μさ
れ
て

h
リ、

条
)

h
三
品
会
の
審
議
に
よ
る
こ
と
が
妥
当
、
こ
ろ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

の
原
則
お
し
私
ひ
条
例

i
義
(
二
刈
h
L
K

一a

ハ
14)

人
事
委
託
会
の
給
ト
ヲ
勧
告
(

2 

労
働
安
全
J
W
牛
リ
ホ
(
昭
利
刈
十
じ
庁
法
相
い
第
五
十
】
口
之
門
的
二
半
の
規
定
は
、
μ

犯
行
刈
八
、
比
六
叫
体
の
行
ユ
叫
ん
働
志
準
法
(
附
和

二
十
二
年
決
芹
第
四
十
九

5J
科
長
治
一
第
一

EAHら
第
口
す
ま
で
及
ひ
第
=
ち
か
ら
お
丘

5
ま
と
い
災
げ
る
手
業
に
可
事
」
一
一
ヲ

る伸明

U
以
外
の
戦
員
三
一
刻

l
て
泡
刷
し
な
い

一
「
一
メ
ン
ム
労
倒
基
準
法
山
二
条
以
!
に
定
め
の
あ
う
た
官
公
術
立
規
定
由
、
労
働
安
~
T
術
止
法
と
し
て
一
吋
碓
独
立
し
た
こ
と
に
バ

及
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甘
に
定
め
る
「
労
協
災
二
防
↑
汁
四
一
に
関
す
る
初
判
定
?
?
主
週
日
除
外
c

非
現
栄
一
ハ
一
松
山
口
ハ
仁
関
す
る
ム
全
ノ
山
崎
ペ
の

K
 

人
ド
一
…
ー
は
打
命
権
者
や
人
つ
、
一
公
民
会
が
そ
の
責
引
に
お
い
て
/
J
U
A

べ
き
も
の
こ
さ
し
れ
た
た
め

い、[向山吋広
L
川

J 

山
守
防
長
山
準
法
第
長
、
第
川
糸
第

項
及
川
υ
第
一
点
、
治
二
同
条
第
羽
、
第
一
二
条
の
(
一
か
り
第
一
十
二
条
の
立
ま

C
、

第
二
千
十
八
条
の

fd
及
び
泌
攻
、
第
二
一
八
条
の
、
治
一
ヘ
条
力
団
、
第
一
や
八
条
第
六
攻
、
事
】
十
戸
八
条
か
ら
第
九

第

ー
=
々
木
王
て
並
び
に
第
出
々
木
の
丸
疋
、
沼
町
安
ん
荷
牛
法
治
令
八

条
の
規
定
沈
び
に
、
、
れ
ら
の
規
定
に
主
つ
〆
¥
命
令
の
規

{
心
は
、
戦
門
買
に
却
し
て
涜
川
し
九
%
い
G

た
だ
し
、
労
働
基
惟
法
治
円

条
の
規
!
疋
、
労
働
一
笑
工
I

怖

T
法
第
九
十
二
条
の
制
定
。
:
並

び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
某
ぺ
J

J

、
命
令
の
規
定
心
、
地
ト
力
公
十
八
凶
停
の
ノ
打
、
っ
労
働
基
準
I
L
別
表
品
川
市

γ
J

か
ら
第
十
号
ま
で
及
ぴ
仕
事

二
一
勺
か
主
計
引
十
五
'
J
J

ェ
マ
に
掲
げ
る
事
業
に
従
乍
す
る
職
巨
に
、
け
法
第
七
十
丘
条
か
よ
り
た
八
|
八
条
ま
で
の
記
IL
止
は
、
地

方
公
務
戸
、
)
人
官
補
償
は
ヘ
川
町
河
川

l

月
渋
律
第
U
二
十

号
、
町
市
条
第
一
叫
に
川
礼
会
す
る
石
川
以
外
山
田
帆
己
片
山
)
山
間
し
仁
は
、
引
射
す

る

jtノうとと務ri/'¥のlガ↑動基準江じ))喜市

{
コ
メ
、
J

ト
]
作

京
か
拡
充
ヘ
非
刊
叫
業
杭
一
員
に
つ

v
て
新
工
に
迎
用
を
除
列
さ
れ
た
労
働
品

ιー
法
の
円
相
刊
戸
一
は
、
以
ド
ー
の
と
お
り
に

一
以
(
厚
生
労
時
大
い
げ
に
よ
る
「
生
訓
，
力
協
珂
人
約
の
締
結
、

日
叩
乙
め
に
関
す
る
基
出
」

の
日
市
川
区
平
J
U

川
条

法
恥
附
?
に
凶
す
る
前
門
・
封
叫
す
の
潅
浪
に
つ
い

C
{止
め
た
北
川
正
)
っ

L
て
右
手
れ
る
談
員
の
任
町
に
つ
い
て
は
、
午
い
Fr

間
一
同
に
ハ
止
め
の
あ
る
時
ム
υ
、
当
認
則
川
の
満
了
に
よ
っ
て
赦
只

v
L
、
の
身
分
は
当
然
じ
消
滅
す
る
し
一
附
さ
れ
る
た
め

通
貨

a
E
h山
市
吻
全
額
払
い

に
刻
す
る
境
-
子
。

昭
利
回
つ
年
内
地
ん
公
t

日
常
員
法
改
川

二
剖
条
一
頃

の
支
払
い
原
則

tJ 

U

例
法
中
に
伺
趣
旨
の
丸
J

屯
ヘ
ー
九
条

πパ
-
k
d
地
又
L
J

フ

1
一こんい

1
~
7
u
L
L
J
i
f
J
J
J
 

に
よ
り

一
へ
り
粂
の

H

め
二
一
割
'
J
前

日
間
、
(
一
八
条
町

一
八
年
川
内
向

一一
h
J染
I
L

ハ出
J

(
リ
万
捷
協
定
の

条
の
=
よ
一
条
の
一
九

ノ、

締
結
主
h

は
労
悦
委
員
会
の
決
予
三
必
裂
と
す
る
、

7

レ
y
ク
ス
タ
ノ
ム
批
、
変
形
労
働
時
山
市
、

み
な

L
労
働
時
山
市
、
川
田
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年
休
制
に
悶
J
9
ゐ
規
定
」
職
員
日
体
L
r
υ

「
]
川
は
叫
体
協
仰
や
締
示
す
る
こ
こ
が
士
、
さ
な
い
一
さ
れ
て
い
乙
こ
)
(
立
五
条
一
一
項
}

戸

〕

1
川
条
八
四
条
、

ヘ
八
条

ケ
人
宝
τ
柏
憶
に
つ
い
と
定
め
た
第
八
告
の
起
定
、

八
白
条
お
よ
び
八
六
全
に
つ
い
て
は

八
己
主
、

y

、r
一一、

'
行
。
日
}
J

ぺ
拍
ド
刀
八
ム
ル
均
一
片
山
人
古
椅
償
誌
の
汁
J

止
に
伴
っ
て
、
同
法
灯
3

掛
川
を
受
け
，
守
一
こ
に
な
っ
た
と
め

こ

J
7
、

刀

J

I

七
九
条
か
ら
八
ヘ
条
ま
じ
の
対
疋
が
制
肩
さ
れ
る
ハ

U

例
法
の
垣
市

Lt一
元
け
な
い
版
買
に
つ
一
い
て
は
、

※ 

労
働
安
全
衛
μ

司

法

九

条

は

、い2
適
刑
を
徐
札
さ
れ
ご
い
た
労
働
長
準
法

(
ノ
二
条
と
同
抱
肯
の
規
だ
η

4 

一院

U
に
関
し
て
は
、
労
働
本
準
汁
い
が
巾

l

条
の
二
格

で
泣
崎
ず
る

羽
山
叩
一
佐
用
苔
~
出
、
中
」
該
手
業
場
に
、
リ
守
山
問
者
の

労
働
組
A
ー
が
あ
る
場
ム
↑
お
い
て
は
ノ
て
の
伝
的
判
今
、

労
働
者
の
過
ド
数
一
じ
組
紋
ず
る
労
働
組
ん
が
な
し
場
ん

ι
お
い
て
は
、
川
的
苫

の
過
半
数
本
代
表
す
る
者
と
の
ま
υ
市
に
よ
る
協
定
に
よ
り
、
止
は
」
と
あ
る
の
は
ー
使
用
者
二
、
」
と
、

凡
法
第
二

l
匹
丸
木
川
市

と
だ

υ

背
中
当
該
事
業
時
に
、
労
筒
告
の
過
半
数
で
知
相
殺
す
る
守
山
間
州
叫
ん
い
が
あ
る
均
台
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
告
の

川
叫
?
円
以
一
γ
組
紋
す
る
労
働
組
合

F
L
~
い
域
合
に
お
、
ご
、
は
労
相
判
者
白
川
世
十
数
九
r

代
4

が
す
る
芸
ー
と
の
合
十
け
に
i
o

又
心
レ
」
シ
ベ
C

は」

f

あ
る
の
は

1

条
例
に
特
別
の
ぜ
め

p
iぬ
る
い
場
合
は
と
、
同
法
務

=
J
K条
清
一
頃
…
州
、
用
語
宗
、

川
一
政
寸
4

去
穴
場
に
、
川
一

働
ー
へ
の
過
中
十
数
で
剤
俄
LF
品
川
河
僚
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
約

mm介
、
川
品
川
総
告
の
過

T
設
で
が
朴
円
減
す
ふ
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は

労
働
者

の
さ
凶
に
よ
る
協
定
に
よ
り
一
〆
あ
る
の
は
「
笥
町
長
が
一
ベ
河
川
仲
間
第
一
十
九
条
治
問
項
中

「
当
社
事
芸
場
ド
、
労
働
若
乃
迅
汁
i
w帆
得
、
新
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
川
河
偶
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
刀

働
組
合
が
な
い
と

3
は
労
働
背
の
平
均
巾
l
設
を
代
、

!?7る
苦
し
に
の
書
出
に
よ
る
協
定
ド
よ
れ
、

次
に
お
げ

h
)
羽
窃
ヘ
~

?

h

n

j

:

l

l

L

d

 

い
て
、
お
一
号
仁
掲
げ
る
労
働
朽
の
ノ
時
約
二
回
向
す
る
y
ガ
働
者
が
有
給
休
暇
を
吋
問
を
単
位
と
し
て
清
求

L
た
と
き
は
、
削

一
明
り
規

た
に
よ
る
有
給
体
恨
の
日
数
の
う
J

りが巾

〔
す
い
一
掲
い
じ
る
円
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ιの
規
定
に
か
古
わ
ら
ず
、
中
」
政
協
ー
た
で
定
め
る

〆
一
一

l
f
 ゆえ)(，、羊}同(;;011--1，;) 7/:~ 〆201:L111 
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ど
-
k

ろ
い
f
h

り

こ

4
h

り
る
の
は
り
山

一
墳
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ゲ
、
特
に
必
更
が
あ
る
/
訟
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
と
す
る

{
コ
メ
ン
ト

刺
広
戸
へ
の
導
入
小
学
い
当
?
っ
て
お
山
協
定
の
符
桁
キ
不
裂
と
す
る
た
め
析
た
に
一
設
け
ら
れ
た

労
働
時
刈

笹
円
単
U
V

の
変
形
吋
同
時
間
川
」

休
日
(
一
芹
J
u
h
J

府
間
的
世
只
全

お
よ
ぴ
年
次
右
給
休
眠

(
同
間
半
伎
の

の
明
い
川
f
止
ド

川町
J

づ
ふ
読
み
合
え
規
定
&
お
、

刀
流
{
れ
は
、
以
の
と

第
一
一
一
十
一
一
条
の
ニ

州
民
高
川
音
は
、
就
業
也
叫
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
ハ
リ
、

一
筒
月
以
内
の
疋
の
阿
川
間
を
平
均
し
週
間

J

H

寸
た
り
の
労
働
吋
閑
が
前
条
J

治
一
現
の
労
働
同
問
を
沼
え
な
い
疋
め
を
し
た
と
き
は
、
同
条
の
規
疋
に
か
カ
わ
ら
「
、

そ
の
疋
め

同
い
ト
J

かハリ、

特
μ
止
さ
れ
た
治
に
お
い
て
川
用
J

の
労
働
什
問
又
は
特
定

5
れ
た
刊
に
お
い
て
同
条
約

用
八
心
労
働
吋
叫
を
怒
ら
え
て
、
労

働
さ
せ
?
ゐ
ご
と
が
一
じ
さ
る
…

「ヰ

第
一
一
一
十
回
条
(
一
用
、
)

軍司

jtノうとと務ri/'¥のlガ↑動基準江じ))喜市

州
市
吋
の
仲
仲
間

LUJ院
は

士
汁
に
与
え
な
け

μ
ば
な
ら
な
い

こ
の
以
り
で
な

条
例
に
特
別
の
止
め
が
あ
る
駄
九
円
は
、

事

一

号

ノ

、

f
fヲ

，、

昨丹

第
一
一
一
十
七
条
二
司

e
A
F

l情

徒
出
品
が

句、
¥V 

第
一
反
た
r
J

し
苔
の
就
宅
一
ー
よ
り
間
一
柄
引
賃
金
を
支
払
う
べ
き
労
偶
者
い
対
し
て

当
該
割
増
凶
R
主
乃
支
払
に
代
、
ぇ

し
、
局
常
の
り
万
問
時
制
の
貸
人
ム
一
一
r
Iえ
払
わ
れ
る
休
前
ヘ
第
一
九
条
の
規
正
に
上
る
日
給
叫
限
主
九
山
中
ノ
¥
n

」

存一也
J

咋
竹
刀
俄
指
令
J
C

だ
め
る
と
ご
ろ
に
上
り

7
え
る
一
」
と
を
疋
め
七
川
崎
ム
ロ
に
お
い
て
、
半
「
該
労
働
者
が
h

d

前
休
暇
を
取
引
特
lJ
た
と
き
は
、
当
寸
法
労
働
石

の
同
項
か
だ
し
五
日
に
規
定
ず
る
止
片
山
を
純
一
プ
ん
ど
時
間
心
労
働
の
、
つ
ふ
り
当
設
取
得
し
た
休
明
に
い
刈
泌
す
る
も
の
と
し
て
町
、
止
、
万
一
間
お
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〈

V
で
十
止
め
る
時
間
の
、
川
部
に
つ
い
て
は
、
山
川
ぷ
た
だ
し
ヰ
の
制
疋
に
よ
る
訓
刑
一
戸
、
企
を
支
払
う
こ
こ
や
要
し
な
い
に

匠F

第
一
一
一
十
点
条
二
司

(
A
F

l情

ヨ、

徒
出
品
は
、
前
=
尽
の
山
丸
山
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
に
必
要
が
あ
る
と
芯
i

め
ら
れ
る
L

き
は
、

時
開
会
F

下
位
ど
し
て
有
給
休
限
を

じ
っ
ご
え
る
こ
と
が
と
き
る
U

æ~ 

、

労
働
恭
助
午
法
、
労
働
安
半
街
中
汁
い

9

0

・
並
び
に
こ
れ
ら
の
川
町
P

止
に
基
づ
く
命
令
の
似
】
た
小
品

一
項
の
蝿
定
じ
よ
り
職
員
に
川
内
じ
て

底
引
さ
れ
?
ゐ
も
の
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
ス
職
員
の
勤
時
勺
条
件
に
同
L
9
る
労
働
基
準
枇
替
機
関
の
職
F

枠
は
、
地
主
公
長
凶
依
の
わ

J
F
m
J

尚
北
口
一
F
涼

別

支

第

第

号
か
ら
第

l
せ
ま
じ
及
川
J

州
市
十
号
か
ら
第

l
十
2hdま
で
に
尚
一
げ
る
事
業
L

従
下
す
る
験
反
の
場
九
円

を
除
さ
、

人
事
」
交
員
ム
山
又
は
そ
の

Z
Fを
3
1
とへ
JW委
民
会
の
安
員

1
1争
委
民
会
を
官
庁
な
い
北
方
公
共
匝
休
に
ト
お
い
て
は
、

地
ん
公
共
以
体
の
C
h
)
が
行
う
も
の
と
す
れ
ぺ

{
コ
メ
二
ト
}
川
三
頃
に
相
三

ム

Z

3
、

7

j

 労
的
基
泳
法
別
÷
h
の
波
注
内
人
口
一
は
、
山
川
ヘ
μ

岳
山
、
)
は
ほ
川
川
ヒ
(
以
L
l
、
地
ト
勺
公
務
員
法
丘
一
ヘ
条

守

」

日

汁

AJM
二

し
i

J

J

¥

け
取
低

ddム
ヤ
法
の
司
宅
を
き
っ
か
け
y

し
て
、
鈴
本
佼
A

政
討
委
川
討
の
い
う
「
勤
労
者
と

L
t
の
最
低
の

〆、

r

l

i

J

i

 

J
い
の
典
明
と
も

V
7べ
さ
伺
ぺ
川
仙
の
古
川

4
h
J除一
h

k
一れ

田
家
公
務
封
も
判
じ
u

開
示
公
仲
間
礼
法
制
一
叫
六
条
を

(
こ
の
占
に
つ
い
て
は
、

、
を
の
は
九
は
、
山
方
日
以
協
定
の
U
M
訟
に
努
め
な
が
ら
も
、
肝
心
の
二
一
人
協
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
通
用
の
余
地
を
残

t
F
(今
日
に

ム
ー
る
ま
で
辺
倒
長
ヰ
法
二
六
条
の
浩
明
は
れ
同
定
さ
れ
と
い
な
い
)
な

地
方
公
務
は
I
L
江
八
条
に
出
し
て
は
、

貫
し
た
ポ
ワ
シ
|
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キ
見
出
宇
一
ど

J

以
上
長
叫
す
る
に
、
こ
う
も
い
う

F
¥こ
が
で
き
よ
っ
〉

2 

簡
単
で
は
幸
い
事
業
の
号
別
区
分

i
i素
朴
者
疑
問

労
働
茶
山
午
前
首
(
h
h
J吹
同
に
八
る

条
一
項
)
、

戸
三
つ
捌
け
ば
、

現
場
に
は
緊
張
感
が
走
y
M
U

そ
ん
な
場
開
に

労
働
止
が
準
法
つ

閉山立ー丈

wrは
、
法
人
化
/
f
d

少
&
か
L
η
J
T
沿
い
退
し
ん
“

mdb人d
公
務
H
H
円
で
あ
れ
ば
、
労
働
本
準
法
そ
の
点
の
Mr
旭
市
幸
一
除
外
さ
れ
る
た
め
、

そ
う
し
た
ノ
ジ
山
労
は
市
立
ら
な
い

地
方
公
務
以
に
つ
い
て
は
、
労
働
t
h
牟
汁
仏
が
原
叫
ー
と
し
て
減
刑
さ
れ

じ
か
し

同
法
別
去
涼
一
に

ぶ
?
?
と
3

卒
業

り
お
よ
び
第
一
一
J

の
ポ
業
を
ひ
山
く
)

m
同
ヲ
る
労
働
基
準
V
M
皆
川
崎
用
問

:
流
出
す
れ
ば
、
一
般
口
の

の
職
権
」
は
、
丈
h
J
ど
お
り
ム
;
米
の
監
督
絞
山
に
よ
う
て
行
使
去
れ
る
こ
と
に
な
ゐ

(
前
科
・
地
J
d

公
務
員
法
行
1

八
条
j

い項
)

F

よ
れ

と
は
…
一
辺
に
、

J
U
の
亭
主
以
外
的
手
業
に
設
当
す
れ
ば
、

一
つ
い
て
は
当
J

川
地
方
公
共
同
J
W
V

の
長

カ守
、右F
そ 1宮
内 Ijj

j立県
剖ま
をた
i11. ~， ζ 
与 fx.
バ入

と rh

f込~')

る11 :..命
、

人
事
を
員
/、

泊す、

さ
の
他
の
市
山
村
↑

!
?
J
i
f
Q
J
 

J
川
出
子

r
t

で
こ
で
、

北
方
公
日
八
回
休
に
と
っ
て
は
、

jtノうとと務ri/'¥のlガ↑動基準江じ)r喜市

そ
の
い
ず
れ
に
議
当
す
る
の
か
と
い
う
刊
也
に
、

、
l

i

、

:

一

戸

:

イ
刊
で
も
区
、
J
%

を
村
ー
さ
る
を
得
九
一
、
v

例
、
え
は
、

タ

」だ
、
" ム、寸l
丁菜
のの
外号

iE月
百り
ご:;t
仙、

叶
ほ
と
に
片
山
止
で
は
な
い
r

巾
山
d
U

ず
が
れ
け
民
の
健
康
相
談
等
や
行
、
っ

1

保
健
セ
ン

別
表
窮
一
の
お
A

二
千
口
市
に
飢
定
す
る
か
健
在
ず
μ
一
の
ポ
(
古
市
と
な
与
、

そ
の
監
督
潅
浪
は
、

T
A
4
7
 

A
q
H
ノ

俄
基
準
t
m
督
署
長
会
一
妬
め
と
す
る
官
官
機
閣
が
行
犯
j
h
y
v

に
な
る
が
、

の
お
務
を
本
古
?
口
市
一
で
い
等
以
叫
す
る

小
机
悼
の
市
町

村
で
は
そ
う
し
た
事
態
も
考
さ
り
れ
ゐ
)
ト
r

、
そ
力
出
現
は
市
勾
村
長
が
わ
r

叫
す
る
こ
と
い
な
る
口

口
取
泣
で
は
本
庁

Arか
h

独
占
し
た
事
業
ぬ
い
お
い
て
本
日
の
主
治
を
し
7
ケ
ー
ス
(

J

仇
え
は
、

ゴ
ミ
ぬ
却
場
内
に
お
け
る

V

ご
」
円
〔
い
、

ポ
務
所
で
、
球
場
行
成
主
一
句
学
し
て
い
る
場
作
付
寸
)
も
あ
り
、
ご
の
よ
う
な
ウ

l
ス
で
は
、
別
去
紘
一
の
い
ず
れ
の
ポ
業
に
も
訟
当
し

一
点
以
者
心
半
業
」

現
れ
の
仙
川
ト
札
第

一一↓

r
1
一
》
、

ト

ド

阿

川

Jけ
J

L

G

J

/
色

ー
成
一
ロ
ノ
ー
の
労
働
基
準
法
改
正
前
の
八
条
は
、

(
J
T
i
d
h
A

一、

L 

一A

品

hミ

い
わ
ゆ
ゐ
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第
六
号
で
「
前
谷
川
す
に
F
U
りJ
し
な
い
官
公
署
の
占
一
主
主
一
に
つ
い
て
刻
d

止
し
て
い

に
政
当
す
る
と
4
7

ょっ
ω
余
地
J
b
T

ハ
バ
に
あ
y

ぺ

確
か
い
ぷ
治
川
県
や
f
A
令
市
川
り
場
合
、
「
人
寸
安
門
人
勺
人
は
ヘ
ム
一
一
丁
委
託
会
は
、
人
事
行
r
凡
に
問
問
す
る
校
術
的
支
び
恵
介
J

的
な
知
品
、

資
料
ぞ
の
州
の
伺
{
止
の
M

主
ん
の
た
め
、
川
若
し
く
は
仙
の
地

h
八
戸
共
剖
体
の
快
調
y
人
は
特
定
治
ト
I

泊
山
川
J
r
f
M
法
人
〆
の
川
同
に
協
定
を
結

ぶ
こ
と
が
三
き
ア
却
と
定
め
た
地
引
け
一
勺
務
員
法
八
条
?
「
況
に
本
っ
き
、

巾
オ
ヰ

A
h
J
V
H
川
公
日
八
団
体
の
人
事
長
員
た
と
お
近
付
口
市
P

力
的
-
吋
h

引

労
働
左
中
卒
↓
日
と
の
問
で
、
ポ
柴
山
い
ハ
刀

そ
の
ム
じ
μ

勺
川
川
氏
f'tb一
ノ
ィ
、
つ
…
…
ロ
ノ
ー
が
刊
品
川
か
ら
あ
ハ
リ
、

口
勺
別
決
た
に
つ
い
て
い
た
す
ら
に
疑
立
が
ぺ
じ
な
け
よ
う
、
て
れ
な
り
の
球
堵
は
川
却
下
山
引
き
れ
ご
い
る
。

、
活
ム
じ
い
)

Tr~
デ

占

、

;

4

l

l

 

し
か
し
、
労
働
斗
ご
と
に

5
円
九
円
分
の
内
'
々
が
微
妙
い
誌
な
る
等
、

ム工
h
い
仙
め
な
枕

が
V
U
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
必
「
し
も
な
い

ま
と
、
政
ム
リ
市
以
外
の
市
町
村
の
場
合
、
公
オ
委
員
会
と
労
働
吋
と
の
川
E
十
分
な
話
合
い
が
行
わ
れ
↑
、

L
4
か
と
い
う
と
、
ぞ
れ
も

一〕孔いな
L
H以
山
に
あ
る

川
以
沼
田
権
限
の
行
使
、
!
休
が
交
わ
る
可
能
代
も
あ
る

公
l

げ
の
動
物
医
以
、
い
お
洋
本
当

ZJ
、の
μ約
d

末、

の
ふ
争
条
(
第
七
百
心
、
教
訂
一
i
完
の
ふ
争
装
(
第

お
よ
び
接
容
航
楽
の
引
業

人

六
/、

民
A 
Zτ 

4手

が

グ〉

，;1¥ 

仏
J 
，，' 

行
使
寸

'" こ σ)
cν、
;こ F
な 才し
るl三と
) 角高

釈
す
る

少

も
11J 

一一オ勺)

( 

み

l
-
4
1
y
 

i

R
、

き

ご
ろ
;

古
v
t
A
V

C
V
んこ
l
l
 

こし
y

↓
や
与
え
る
と
、

り
該
v
i
と
、

γJ
一
と
に
な
れ
ば
、

J
7
た
一
次
状
に
は
相
川
「
問
題
が
あ
る
こ
い
わ
さ
る
や
料
な
い
r

他
刀
、
れ
り
八
ム
捺
員
の
ゆ
r
u
、
昨
日
川
外
お
協
や
休
日
労
働
じ
つ
い
ご
は
、
川
品
川
紙
法
一
決
す
叶
づ
い
い

「
公
務
の
た
め
に
院
時
の
之

~ 
A、ー

要
が
あ
る
場
ん
円
に
お
い
て
は
、
第
一

41
の
叫
ん
七
L
か
か
わ
ら
ず
、
仁
三
宮
古
の

F
業
(
別
式
第
一

も
事
業
を
除
く
J

J

に
従
事
す

る
国
家
公
務
員
及
び
山
方
公
務
け
い
に
つ
い
て
は
、
第
二

1

全
か
ら
計
条
ま
と
+
わ
し
く
は
治
川
条
の
り
刀
倒
防
間
を
と
長
し

r人
は
第

二
1
立
法
の
休
じ
い
h

山
万
俄
さ
せ
ム
万
一
い
に
が
て
戸
一
る
一
と
焔
k

ぶ
し
て
い
る
-
一
と
カ
ら
、

い
わ
ゆ
る
己
公
害
の
事
業

r
，v当
ず
る
場
介
に
は

こ
れ
に
上
る
こ
と
が
刊
一
倍
で
あ
Q
が
、
屈
指
の
事
業
ヘ
第
一

号
)
れ
投
寸
市
川
穴
の
市
上
業

γ川

や
ム
弓
町
、
別
表
治
川
疋
の

市
γ
業
に
「
訪
中
」
寸
る
限
り
、

時
山
外
労
働
峠
J
h
t

艇
は
じ
命
じ
る
た
め
一
は
、

-
m
t
害
そ
の
他
逃
げ
る
苧
〕
と
の
で
き
な
い
事
由
宇
一
よ
っ
て
、
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臨
陀
?
の
必
裂
が
あ
る
旧
制
仏
門

出
向
。
h
d
v
公
安
に
な
る
と
い
う
問
ハ
ド
ー
も
あ

条

長
除
主
、

ハ

J
羽

hl~1J

'fムl
l
J
J

〈

こ
う
し
入
J

泌
状
を
前
に
〆
て
、
労
働
主
倍
増
法
の
適
出

5
れ
な
い

牧
民
の
ォ
示
公
務
員
三
、
れ
ゆ
え
、
「
ヨ
家
公
務
自
と
い
う
入

百
は
↓
へ
つ
亡
い
る
も
の
の
、
労
相
恥
恭
平
次

一
条
」
、
に
つ
い
こ
も
1
1
M
聞
の
会
い
ほ
は
な
い
、
そ

J
¥
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
)
仁

各
省
ケ
今
川
リ
の
長
は

の
た
め
臨
時
止
は
緊
と
の
立
要
が
あ
る
場
行
い
は

r
l
m
珂
の
幻
政
何
時
山
以
外
の
川
町
向
い
お
い
J
L

成
員
に
ι
円

叫
に
お
げ
る
い
吋
持
仏
札
の
訟
叫
拐
を
一
?
ゐ
P

々
と
を
久
間
ず
る
こ
と
が
じ
き
る

と
川
地
{
で
し
た

1

校
臓
の
聡
門
買
の
設
仲
間
向
山

バ
作
蝦
等
に
閉
明

寸
ゐ
法
律
一

条

如

氏

d

あム
ν

レ
い
の
速
い
が
あ
ま
り
に
も
大
き
い
と

L
て

こ
れ
を
疑
問
川
ね
す
る
声
も
現
ぬ
い
は
強
い
c

川
町
立
川
恥
牛
山
J
V

病
院
に
お
げ
る
出
師
の
当
直
同
盟
も
、

恨
っ
こ
に
あ
る
も
の
は
同
じ
ー
と
い
っ
一
に
よ
い
U

人
事
院
飢
引

「
羽
行
同
刊
↓
ジ
疋

は
人
宇
和
川
規
則

(
職
院
の
勤
簿
巧
問
、
付
円
バ
札
口
休
日
h
)

条
例
や
刻
別
に
定
め
を

ヱェ

凶

来

]百

に
吹
っ
て

R
P
き
、
臣
家
公
務
員
ペ
に
あ
る
医
師
と
は
訟
の
当
直
子
去
っ
二
同
万
円
)
を
支
払
三
、

v

る
の
に
、

な
ぜ
地
方
公
務
員
で
あ
る
以
師
↑

一ノ
j

r

、口一

7
、

d

l

、

J

l

V
M
川
内
断
続
労
働
し
y

て
の
回
日
庄
の
罰
則

一
、
労
働
恭
平
氏
四
一
条
一
一
口
J
)

が
必
些
な
の
か
J

そ
う
し
た
ぷ
朴
な
疑
問
が

jtノうとと務ri/'¥のlガ↑動基準江じ))喜市

地
方
!
公
北
村
山
体
の
組
問
切
ト
は
あ
る
c

ノし
3デJ 

ペ

ぷ
+
人
、
。

わし
主

~凶
了行

て|お
せ:休
さ U~2
)及
いび

三体

主 2
「九 d

z[対
ずす
tよ 7.

ヤ ~JiI
刀三li'
パ」 λ戸

え戸

、福

r 
)~ 

ぺ、~

d前
が

「
都
道
附
慢
の
職
只
の
体
M
M戊
ぴ
体
河
村
J

に
つ
し
と
は
、

(地ト
h

，
向
同
法
。

施
行
税
程

条

は
日
比
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

け
だ

ν
、
当
然
こ
い
え
よ
う
〉

3 

釘
切
補
償
と
い
う
例
外
も
者
い
解
麗
制
限
規
定

¥
l
i
戸
l

J

二~
'
U
1
1
K
L

内

れ

iL 
ir c， 

宮
家
公
務
員
の
給
与
が
引
さ
一
げ

旭
川
川
公
均
門
間
も
こ
れ
に
同
開
し
、

料
未
公
一
括
μ
H
H
が
汗
町
却
に
踏
み
叫
れ

ば
、
地
力
公
務
員
も
こ
れ
に
浪
、
つ
c

れ

υ
刷用ふで八
J
m
出
の
山
川
和
に
お
い
て
も
、

h
f
h
公
務
は
と
地
リ
公
湾
民
と
の
問
で
考
え
方
が
恭
半
酌
に
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引
な
る
f

い
、
つ
三
と
は
な
い

い
わ
ゆ
る
「
常
一
炊
必
濃
の
汁
、
到
一
も
F

で
の
例
外
で
は
な
ノ
¥
計
十
り
公
傍
員
の
坊
ム
円
、

打
開
問
や
定
め
て
採
附
さ
れ
た
埼
ム
円
仁
お
い
て
、

そ
の
任
期
が
満
了
し
一
、
「
そ
の
任
期
が
更
新
さ
れ
な
い
ピ
さ
は
赦
只
は
、
当
吠
、
退
放
す
る
も
の
と
す
ム
三
し
一
定
的
た
人
事
院
苅
則
ヘ

r

成
員
の
什
-
時
)

五
条
の
よ
う
な
羽
乞
刀
流
{
れ
や
ん
八
九
に
ち
か
か
わ
ら
ず
、
制
ド
将
の
黙
釈
が
刈
川
川
上
梓
止
し
て
川
る
口

そ
の
℃
に
鼠
に
は
「
ヘ
ム
山
市
JMR
の
包
川
行
為
は
、

い
わ
ゆ
る

7
政
処
九
三
と

lJ
ご
の

oI
質
を
L
H
す
る
も
の
ご
あ
て
亡
、
そ
の
内
容
は
法
休
、

条
例
に
制
定
さ
れ
て
い
て
、

I
J
ポ
粁
が
u
H
出
に
J

止
め
つ
ゐ
む
の
ワ
は
な
J

、
半
「
半
者
の
合
同
町
的
忌
田
凶
割
引

F
、
や
行
つ
こ
と
に
」
っ
て
、
そ

一
七
立
?
勺
一
五
官
円
ひ
と

の
山
門
谷
を
決
寸
る
余
地
が
な
い
」
(
兵
庫
県
筒
牛
叫
光
一
川
事
引

l
L作
一
戸
地
判
斗
成
ザ
ナ

二
一
二
判
晴

ぃ
、
つ
ど
?
え
り
い
が
ル
め
る

二
、
っ
、
て
久
ば
、

当
然
退
職
に
つ
、
v

て
ー
た
め
た
叫
r
J
ん
の
恨
拠
刻
だ
i
パ
v
h
h
k
叫
に
な
い
場
合
一
一
た
際
に
も
、

で
の
よ
う
な
旬
以
な
し
よ
う
で

あ
る

と
う
当
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
ろ
、
つ
が
、

-
一
正
判
汁
の
極
U
i
は、

υ
ゴ
ボ
者
の
九
い
川
内
的
H
h
F
b

解
釈

l
よ
っ
て
契
約
内
市
げ
を

決
だ
J
1
3

る
と

γつ
伝
統
的
な
契
約
解
釈
、
ソ

L
占
が
、
行
政
弘
八
勺
で
み
る
公
務
員
の
に
い
門
川
わ
7
め
に
つ
い
て
は
芯
め
工
J

れ
な
い
-

L

と
を
明
停

J
l
V
1
〕
プ
~

こ
い
う
f
I

に
三
て
あ
っ
2

た

L
F
が
一
ノ
亡
、
ー
円
一
任
町
r

任
期
の
更
新
)
も
れ
状
処
分
と
し
よ
ふ
さ
れ
る
け
川
!
、
「
し
め
ら
人
J
L
J

史
料

ハん

U

J

L

の
附
い
を
正
八
つ
一
(
同
ト
L

)

。
l
h
]

の
事
れ

が
な
い
浪
り

終
了
と
同
時
に
、
当
然

白
一
与
す
f

い
切
っ
た
と
〕

I
u、
そ
」
に
何

一
う
γ
M
H
U

ぷ
は
な
か
っ
た
力
と
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
認
誌
は
、
少
な
¥
ー
と
も
地
h

川
公
務
員
法
制
に
ぶ
心
九
時
に
は
な
く
で
あ
っ
て
も
き
わ
め
て
品
薄
で
あ
つ
や
午
、
そ
れ
が

労
働
契
約
に
却
す
匂
労
働
某
準
訟
の
制
定

f

あ

の
人
十
川
直
川
と
い
う
?
げ
法
省
の
判
Mm
に
つ
な
が
っ
去
と
も
芳
、
χ
ら
れ
。

も
、
は
は
一
川
条
項
お
よ
ヴ
コ
項
の
滋
刑
な
除
外
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

歴
史
に
ノ
ブ
は
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、

ぷ
刊
に

ゆえ)(，、羊}同(;;011--20)7;;υ 〆201:L111 
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ド
夕
、
/
を
掛
け
法
っ
た

に
は
、
こ
、
〉
辺
、
え
て
な
ら
な
い

ま
た
、
方
的
共

ti込
山
に
定
め
る
山
方
的
契
約
の
規
定
の
な
か
じ
は
、

八
山
傍
員
法
の
も
い
ど

み
ル
一
万
民
川
一
昨
ん
ど
パ

y
一
ブ
〆
シ
グ
し

か
ね
な
い
も
の
も
含
ま
れ
と
い
る

分
的
背
い
が
寒
路

i
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
埼
慈
の
た
め
に
川
洋
装
す
る
期
間
投
び
そ
の
校

=
u出
に
お
け
る
町
一
存
を
ご

H
L
た
、
川
働
基
苧
法

A
f
A
朱
の
ど
め
が
そ
れ
で
あ

ω

国
家
公
務
HHJ

の
ぬ
行
、
「
心
吋
の
故
!
い
同
の
た
め
、
長
は
の
休
千
代
や
支
ゴ
ヅ
る
υ明
ん
こ
に
は
、
国
主
公
務
H
H
法
七
九
条
一

L
U
に
よ
り
件
取

円
、
付
先
れ
、
?
の
期
間
均
十
叩
肌
の
=
可
{
/
人
事
院
唄
ノ
汎

〆
蹴
門
闘
の
と
ぜ
一
句
ー
は
日
空
ハ
条
一
間
f

)

I'LI 

ト
達
す
る
と
、
同
法
七
八
条

口
三
円
規
{
ー
す
る

ー
ハ
ニ
骨
の
υ
以
障
の
た
め

腕
拐
の
逐
日
ぃ
I
ぇ
峰
が
め
り
!
又
は
こ
れ
い
結
え
な
い
場
介
」

二
以
ψ
ー
す
る
も
の
レ
し
て
免

職
と
士
る
っ
こ
の
に
う
な
分
限
川
地
八
ん
レ
J

し
て
の
い
い
職
・
免
職
制
度
が
|
|
私
傷
病
と
公
務
一
の
傷
病
の
引
や
煎
わ
ず
|
|
相
訂
山
一
心
れ
て

ミ

コ

ソ
ぜ
一

7
f
q

jtノうとと務ri/'¥のlガ↑動基準江じ))喜市

地
i
M
公
務
員
約
均
台
も

一
l
i

-
P
J
 

l

r

、
h

l

、

づ
ク
一
町
」
ュ
ゥ
、
L
r

ヘドM
限
制
度
に
つ
い
て
は

(
地
方
公
務
ー
し
伝
二
八
条
書
一

国
家
公
務
民
の
そ
れ
か
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と

(地
L
J
公
円
以
体
の
分
以
矢
例
の
川
行
も

人
事
院
規
則

そ
の
取
扱
い
は
固
と
の
何
で
当
伏
t

共
通
〕
た
も
の
し
f

な
る

一
同
を
モ
デ
ル
ど
し
た
も
の
と
な
っ
と
い

c

験
日
の
傷
病
に
一
昨
る
一
分
限
休
戦
・
免
職
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
ス
キ
ム
は

川
目
さ
れ
て
し
な
い
、
と
も
い
う
と

y
が
で
き
土
う
う

国
家
公
務
員
こ
は
異
名
い
J

、
、
〕
可
僚
長
準
法
が
一
九
条
を
人
γ
的、

的
行
公
路
一
員
に
は
、

ヤ一P

一、

f
J
ィ

7

原
則
い
し
て
尚
一
山
さ
れ
る
た
め
、

る
を
得
な
い
と
い
う
京
刊
ド
一
方
に
は
あ
ふ
U

長
期
L

笠
一
究
者
を
対
九
家
と
す
る
「
ぬ
病
凶
河
川
原
年
金
」
に
つ
川
て
定
め
た

閉
山
家
公
務
員
仏
人
は
持
償
法
記
の
二
お
上
ぴ
地
刀
公
務
員
史
書
箱
償
法
八
条
の
こ
の
制
定
内
'
什
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る

一
人
糸
ポ
お
よ
び

や
ム
戸
外
し
た
も
の
と
考
え
る
と
、

わ

か
1) 

や
すグJ
いつ」内

ィ全

に
一
三
)

I

年
グ

は
労
働
者
災
古
補
依
田
川
治
法
二
三
に
の
八
第
一
一
J

狽

地
方
公
務

U
仏
人
出
賠
償
法
に
つ
い
て
は
、
p

j

し
こ
オ
冗
↓
ノ
ア
、
、

J
Z
}

キ
L

1

次
の
よ
う
な
主
め
を
出
か
ざ
る
を
仔
な
か
っ
た
理
由

一一
J

ミ

4

、ノ
~
J
令

、

J
T
A
T刀
才
F
J
-
U
7

プ
セ
の
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も
こ
-

k

に
あ
る
に
つ
ミ
よ
い

(
労
働
基
準
法
第
十
丸
条
第
一
墳
の
適
用
の
特
例
)

第
二
十
八
条
の
一
一
一

公
務
上
白
悔
し
、

え
は
J

決
病
ト
か
か
っ
た
紋
川
討
が
、
当
一
夜
負
傷
又
は
伝
病
に
係
る
M
m
義
の
剤
始
後
一
ー
を
粁
過
し

た
じ
に
お
い
て
ね
病
補
償
'
ヰ
ム
止
を
-
Y
け
て
い
る
uズ
ー
又
は
同
じ
後
に
お
い
し
傷
柄
拘
防
司
、
ヤ
を
主
け
る
こ
と
と
な
っ
に
場
合
に
は
、

労
働
怠
準
決
(
時
)
第
九
条
信
一
現
の
規
定
の
沼
市
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
年
を
粁
J
U
し
た

U
r人
は
均
病
柿
償
年
金
を
号
げ
F
O
こ

と
と
な
戸

J
P
u
rぶ
い
て
、
同
偏
に
規
定
す
る
休
業
F
F
る
盛
丸
出
及
っ
そ
の
記
一
十
け
の
町
山
川
同
心
、
経
科

L
た
も
の
と
み
な

7
心

ザ
勤
者
災
古
情
憤
保
険
ー
は
に
も
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
ん
ま
り
刻
'
え
が
あ
る
が
、

hv」
該
刻
'
之
が
以
下
ト
み
る
よ
、
つ
に
、

v
U
J

働
来
日
一
F
伝

ノL
条

に
よ
る
併
一
以
制
限
的
解
除
ん
で
川
崎
エ
ヒ
八
対
!
ぶ
と
な
っ
r

、
い
い
も
の
に
対
〕
て
、

頃
介
だ
し
嵩
に
{
疋
め
ふ

一
打
切
補
償

公
務
員
け
1
2昇
格
償
!
円
、

八
条
の
は
そ
う
は
な
っ
て
V

な
、
ど
」
と
に
も
い
「
向
い
す
る
必
要
が
あ
る

第
十
北
条

卒
、
必
卜
負
傷
し
、

又
は
吹
布
に
か
か
コ
ア
労
働
背
が
、
山
一
A
Y
d

山
首
ハ
俗
又
は
十
一
日
J

拘
に
係
る
仇
甲
山
交
の
問
苅
絞
一
年
を
経
過
1
J

人J
け

に
お
い
仁
傷
病
補
償
年
金
を
一
又
け
て
い
る
場
八
円
又
は
河

F
伎
に
お
い
て
向
病
補
償
年
金
を
支
け
る
こ
と
と

4
っ
た
場
合
に
?
以
、
、
吋
刷
出

基
準
法
第
九
条
第
一
尽
の
山
丸
山
の
湾
出
に
つ
い
ぐ
は
、
当
該
使
民
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
校
一
引
ー
を
経
治

l
た
い
又
は
傷
病
一
一
荷
償

作
金
を
J
K
け
る
こ
と
と
な
っ
た
じ
に
お
い
て
、
伺
J
U
第
八

条
の
規
f'て
に
よ
ハ
リ
打
切
油
償
を
支
払
つ
一
h
J

も
の

2
み
な
す
口

地
ん
公
務
員
災

Z
襟
償
法
の
い
岐
川
を
一
文
げ
る
蓄
に
つ
い
ぐ
は
、

労
働
基
革
法
一
広
め
る
災
守
椛
仲
買
規
定
の
治
山
が
除
外
さ
れ
て
い
る
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(
別
掲
‘
放

hdふ
」
持
員
法
五
八
長
一
一
今
羽
子
4
1
4

時
二
こ
こ
に
f

執
る
も
の

C
あ
る
が
、
市
防
相
、
制
悦
半
ん
立
の
支
仏
一
明
一
安
川
け
が
か
な
け
叫
庶
は
川
一
よ
め
る

(
バ
吊
に
お
筏
仁
服
す
る
こ
1
f

が
で
き
な
い
こ
と
が
必
要
)
を
若
手
九
る
と
、
て
の
影
捌
け
は
き
わ
め
と
十
八
き
い
U

、F
I〆こ

の
こ
と
を
念
閉
に
お
い
て
の

一
戸
ご
あ
ろ
へ
か
、
地
方
公
務
斗
、
法
の
あ
る
'
代
式
川
凡
な
コ
イ
メ
ン
々

l
ル
は
、
次
の
よ
う
い
い
、
つ

公
務
災
害
に
よ
っ
て
苦
し
く
長
期
に
わ
た
っ
て
僚
長
す
る
よ
へ
な
場
行
い
は
そ
れ
が
い
か
に
長
期
に
わ
た
っ
て
も
原
苅
と
し
て
け
取

免
職
処
分
を
す
ゐ
こ
と
が
む
き
な
L

n

そ
の
よ
う
な
長
問
療
養
を
可
能
に
す
る
ス
ム

I
ム
が
五
際
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
加
入
ト

現
行
法
一
、
こ
、
っ

L
た
町
一
ペ
ー
か
じ
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
法
体
そ
の
も
の
を
変
え
る
し
か
あ
る
ま
い
ー

ま
と
め
に
か
え
て
労
働
什
一
ポ
ネ
バ
外
込
山
の
限
作

地
ん
公
務
員
二
役
職
の

に
も
泡
唱
さ
札
司
令
労
倒
壊
半
!
?
』
の
規
定
の

J

に
ー
こ

で
一
九
め
る
基
干
に
は
し
な
、
v

労
働

条
件
を
定
め
る
汚
働
契
約
は
、

そ
の
部
分
に
つ
ど
よ
ほ
汁
判
し
y

す
る
。
こ
の
た
1

台
に
お
し
て
、

一
、
の
、
氏
仲
叶
で

ん叩効ト
y

な
っ
た
部
分
は
、

jtノうとと務ri/'¥のlガ↑動基準江じ))喜市

{
弘
め
る
志
山
中
に
よ
る
」
と
{
一
心
め
る
ロ
円
以

条
が
あ
る
ヘ

7

〆か

1

k

の
よ
う
な
労
働
基
棋
誌
の
強
行
的
悼
山
花
的
効
力
が
た
例
と
の

関
係
に
お
い
て
も
臼
め
、
勺
れ
る
か
と
い
う
と
、
長
三
疑
問
が
あ
る
三
た
と
、
ぇ
山
方
働
基
準
江
違
反
の
条
例
は
訟
油
、
ニ
ツ
え
て
も
、
条
例
の

改
正
い
か
行
わ
れ
な
い
限
り
、

恥
効
と
さ
れ
止
条
例
の

m
J
3
1
M刀
総
長
温
法
の
疋
め
る
基
準
が
補
充
す
る
こ
と
は
な
い
c

勤
務
た
れ
条
例

義
の
原
則
三
イ
惜
し
な
い
が
釈
は
、

r
ご

1

3
バ
↑
こ
土

k
J
い

guvラ
プ
〉
つ

1

d
j
d
J
I
F
-
-ぜ
フ

I
L

、
l
i
f
t
-

確
か

条
例
や
援
引
力
人
ゆ
か
に
は
、
、
川
働
基
平
山
以
内
嵐
だ
し
什
容
を
を
誌

L
た
と
閉
じ
わ
れ
る

b
の
が
少
な
か
fh
ず
存

ιす
る
口
万
倒

基
準
法
が
原
切
と

L
ご
垣
市
主
れ
る
以
、
こ
れ
を
怪
得
一
万
る
て

2
は
て
き
な
い
か
わ
じ
あ
る
f

飢
え
ば
、
超
目
下
一
致
務
子
当
守
の
昨
'
て

基
縫
と
な
る
一
一
部
沿
い
吋
問
I
J
た
り
の
給
予
知

の
閣
で
も

-c 
0') 

つ
に
数
え
ら
れ
る
。
利
家
公
務
員
し
し
地
方
公
務
品
の
山
で
で
の

規
定
山
川
宗
が
術
妙
円
相
廿
な
と
こ
と
は
、
以
下
の
対
比
去
を
み
て
も
明
り
か
と
い
え
る
r
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一
般
職
の
畿
圏
買
の
給
与
に
関
す
晶
法
律

国
家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
の
比
較

1
1
1
「
勤
務
一
時
間
議
た
り
の
給
与
額
」
に
関
す
る
規
定

職
員
の
給
与
に
粛
す
晶
条
例

{
勤
務
一
吋
時
間
当
止
り
の
給
与
額
の
欝
出
)

第
十
九
条
件
「
プ
五
条
か
お
わ
汚
ふ
八
た
ま
で

(
給
与
の
減
栢
ー
川
直
勤
務
手
当
、
材
円
以
粕

お
よ
び
也
助
干
4

に
悶
守
る
規
定
|
|
直
一

い
ほ
た
ー
す
る
L
K務
一
川
間
当
た
り
の
給
与
訟

は
、
開
始
の
汁
領
訪
れ
J
~

こ
れ
に
討
す
る
泊

ほ
F
当、

rハ
岐
川
ア
耐

FhlA及
び
研
ふ
て
口
口
湖
恨

ア
げ
」
の
月
紅
の
ん
円
計
栴
に

i
t
T
全
ー
、
呉
、

〕
Z
「
J

一

t
J
F
1
;
〕

』

phf
一2
u
u
:
i

一

C
Z石
油

民

共

六
l
i
U

主
手
H

任ト
r
j
I

↓

一
を
乗
じ
た
ら
の
で
除
し
て
得
た
術
ト
y

す
る
九

東
京
都

務
員
時
給
与
に
慢
す
品
条
例

(
勤
務
一
時
薦
出
出
た
り
の
絵
料
等
の
離
の
草

出
)

第

十

八

条

百

蒋

一

寺

田

P

寸
た
り
の
給
料

生
の
い
刊
は
、
給
料
の
汁
栢
及
び
人
事
走
民
会

の
不
訟
を
件
て
引
!
小
訴
事
則
-
職
員
の
姶
ワ

に
叫
す
る
条
例
総
行
規
刊
、
円
以
卜
伺
ピ

L
出
}
で
定
め
る
干
中
i
の
汀
釘
の
ぞ
れ
ぞ
れ

仁
|
↓
を
乗
1
J
t
得
た
相
を
、
へ
事
安
員
会

今
未
認
を
い
け
と
パ
、
日
ハ
都
民
那
と
ア
一
ぬ
る
r

いい叫判

的
効
持
μ
一
向
で
九
れ
を
れ
比
し
て
得
た
訟
と

L
A
7

乙
心
。

{
親
震
の
結
晶
d

に
閉
す
晶
条
例
施
行
規
則
}

(
勤
務
一
一
時
間
当
た
り
の
給
料
等
師
額
的
軍

出
J

第
十
二
条
条
例
部
十
人
売
の
東
京
引
規
則
ご

也
め
る
で
J
d」
口
、
2

人
に
が
ら
げ
る
と
い
心
)
と
ず

A
G
L
 

初
打
給
制
必
γ
J
I
=

終
判
の
戸
川
町
に
対
一
一
ヲ
ム
匂
地
域
「
当

大
阪
府

(
勤
務
一
緯
潤
当
士
り
の
給
与
額
)

第

二

十

七

条

投
fd

「J
間
斗
た
り
の
首
」
J

犠

は
ー
給
料
の
け
い
刊
及
川
3
F
-
れ
に
訂
す
る
い
川
沿

干
4

の
月
額
そ
の
惚
八
事
委
民
会
堤
則
-
取

回[(の
i

山
村
守
今
支
給
与
法
等
に
有
司
る
同
月
初
、

必
下
同
lJ

、
引
〉
で
定
め
る
手
当
の
績
の

九
F
F
紺
f

ー
や
乗
じ
、
そ
の
額
一
γ
一
勤
務
川

詞
条
例
片
山
全
一
い
た
め
る
週
出
当
た
り
の

勤
務
叫
附
一
五
を
来
じ
た
も
の
ん
J

ら
人

事
安
一
日
公
主
則
で
ー
だ
め
る
も
の
を
減
ヒ
た
y

の
で
た
三
、
得
J

山
市
(
山
-
y
d
る
ο

門
職
員
の
給
与
の
支
給
方
法
等
に
閉
す
品
規

則
}(
動
務
一
時
間
当
た
り
の
総
与
犠
の
算
出
)

第
二
十
条
長
例
州
市
仁
条
内
入

τ長
一
日
公

規
則
で
に
め
る
手
当
乃
舶
は
、
十
人
に
拘
げ
る

子
一
斗
の

pv
こ
す
る
-

一
初
江
給
制
勲
一
手
山
山
一
月
額

二
的
判
(
同
町
一
心

J

舶
に
対
ヲ
る
へ
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ワ

刑
p
円

以
特
は
副
訓
話

I
当
川
川
、
っ
ち
人
4i委
長

へ
、
の
示
認
を
何
て
任
ム
川
J

権
者
が
凶

v

H

」め
λ
N
J
J
J

人
い
持
地
勤
時
一

1
4

ハ
持
花
勤
故
山
内
]
I
-
一に叫
1
f
z
o
f土

f

農
村
出
品
学
官
日
比
伯
存
手
り
つ

久
J

例
議
八
条
の
!
R
h
u
不
都
問
視
引
で
た
め
令

下
院
の
勤
務
匹
前
一
は
、
次
の
九
寸
~
剥
げ
る
一
一
三

利
一
貝
の
V
A
J
Y

に
l

十
一
二
、
市
一
、
れ
ぞ
れ
中
」
円
乞
』
h
J

仁
'
止
め
る
吋
問
シ
す
る
一

11r
ム川叶短
f

川

間
勤
務
恥
い
貝
及
び
斉
唱
へ
白
井
阿
勤
務
成

百
円
等
引
に
刊
の
誠
U
M

勤
務
刊
出
条
例
絡
会
議
項
に
規

定
す
る
一
組
問
の
止
規
の
到
訪
日
山
間
t

什
十
を
ふ
恥
て
得
た
も
の
か
ら
七
時

間

u
i
h
分

μ
l
川
十
三
米
じ
く
号
に
ち

の
や
批
じ
丈
L
F
J
院

肘
川

区
別
1
9
る

東
京
都
や
γ

八
阪
府
に
お
い
し
も
、

M
門
家
公
務
員
と
何
様
、
刊
地
体
じ

戸土

，-

元
れ
ぐ
ハ

F
O
が
一
勤
務
一
持
山
I
J
た

n
の

一
説
得
時
間
」
数
が
分
川
ヰ
に
昨
人
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

の
立
山
日
当
七
つ
に

E
家
公
務
員
の
場
九
戸

ザ

-
勤
務
を
製

L
な
い
刊
と
し
て
定
義
さ
れ
る
休
日
に
お
け
ゐ

1;11三
主
品
川
了
円
片
山
市
(
山
-

特
殊
討
持
手
レ
1

r
崎
)
ハ
J

日
釘

出
ん
坪
沼
山
市
市
川
古
一
一
江
民
事
丁
工
一
の

μ
↓相

条
例
措

i
k
去
の
へ
事
安
貝
会
規
則
で

定
め
る
も
の
は
凶
二
ょ
っ
ら
翠
r
L

の一一

刀
ニ
ー
ー
ま
で
の
関
戸
以
十
'
寸
庵
L

ζ

い
み
〕
お
け
る
休
日

7
J
ぜ
け
に
叱
た

る
「
に
か
一
除
〈
し
-
及
び
↓
戸
川
凡
〔
か

九
翌
年
一
リ

H
一
円
ま
で
の
け
-
ホ
円
疋
び

日
曜
U
止
は

1
曜
日
に
主
任
る
け
を
除
く
)

の
「
己
数
の
合
!
に
七
時
河
同
十
立
分
を
来
乙

て件
J

七
も
の
/
一
す
る
コ

に
上
る
休
い
お
よ
び
守
末
年
以
明
)
を

古
市
f

以
部

取人法羊)fi3 (:-).~お ì i九日 C2UJ:Ll:J 



ゃ
に
阪
治
の
場
〈
九
日
仁
は
こ
れ
が
詩
人
さ
れ
な
い
、

こ
い
ぺ
速
い
が
ふ
ご
に
は
み
ら
れ
る
r

労
働
嵩
暗
法
一
じ
条
一
反
が
「
一
A
岱

の

お

働

け

広

司

の

賃

金

と

い

7
均
台
に
お
け
る
吋
沼
市
の
匂
仰
向
同
調
」
と
は
所
定
お
鍋

!
J
円り

H
R
H
 

数
を
除
外

吋
け
い
施
行
規
則

1
4
条
一
頃
}
を
意
味
す
る
凡
上
そ
宇
一
か
ら
一
公
務
員
訟
の
出
却
で
い
う
川
河
口
レ
の
「
動
r
杖
時
凶

す
る
こ
と
は
思
し
い
。
こ
う
し
た

l
析
が
東
京
お
や
さ
次
刊
に
は
あ
っ
七
と
い
っ
て
よ
い
ο

『
一
れ
仁
伴
っ
て

超
過
勤
務

7
1

L
プ
」

hr

等
に
跳
ね
以
る
ー
一
尚
問
弁
た
り
の
以
下
総
が
刊
書
公
務
員
に
い
ん
べ
、
幾
分
高
く
な
〉
た
n

こ
の
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
U

宮
家
公
務
員
と
比
較
し
て
、
給
つ
が
」
刊
い
ο

出
ト
こ
の
よ
う
な
批
判
内
対
象
と
な
ゐ
地
刀
F

公
務
員
仁
は
あ
る
が
、
什
ぽ
己
円
切
務
戸
下
半
寸
ι叩
J

で
あ
る
と
い
、
つ
払
判
ほ
匡
も

L
な
い
c

労
働
基
準
法
を
青
山
散
し
て
の
こ
と

rは
あ

7
?っ
が
、
日
新
秘
話
と
し
て
は
複
日
新
な
E
h

い
も

あ
るか

出
わ
心
、

東
立
川
仰
と
ー
へ
阪
府
引
は
、

p
u
h
み
た
よ
う
に
休
円
川
以
の
数
え
方
カ
微
い
却
に
異
な
る
ほ
か
、

地
方
灯
火
共
匡
依
に
よ
コ
て
は
、

閃
家
公
務
員
の
河
仁
保
い
、
公
立
凶
肢
の
医
師
勺
寸
に
す
む
ミ
札
る
一

HJ
日トト
b
m
調
佐
子
v」
を
皆
川
一
山
H
4
b
礎
に
は
含
め
て
い
な
い
し
Y

一、

λ
も

み
ム
れ
る
こ
い
此
刊
い
い
で
も
な
れ
ば
当
然
J
U
は
注
ハ
て
く
る
の
で
お
ろ

労
働
豆
半
い
の
迎
片
に
も
や
は
?
ノ
限
界
は
あ
る
。
そ
よ

}

J

た
剖
け
切
り
も
、
こ
さ
に
は
主
要
〆
い
、
↓
ん
せ
つ

J

(
1

凶
家
公
枠
内
自
お
よ
し

v
u
h公
務
自
を
対
象
と
し
た
A
2
4
1
居
川
除
外
追
定
ト
y

し
て
は
、
他
一
個
別
r
力
的
関
係
柑
予
の
川
中
川
の
促
主
に
凶
L
q
J
ハ一

試
作
作
一
条
、
い
一
川
附
一
方
的
告
の

T
戸川
h
H
h

り
な
ヰ
f

寸いい料

F
る
法
作
戸
一
条
、
介
岩
崎
f

切
断
者
の
羽
市
川
管
理
的
改
善
等
に
肘
い
す
る
法
体
九
条
、

川市万個九時謝
U
1
J

の
設
定
の
改
+
リ
川

ιm吋
す
る
什
判
拍

m阻
J

い
ニ
矢
内
が
あ
る
コ

(
け
乙
地
ト
η
公
務
員
の
馬
台
、
池
方
公
務
員
法
一
条
二
項
一
号
f
t

荒
屯
J
q

る
特
別
帆
l

y

ν

ご
の
主
主
批
叫
託
]
口
一
に
対
す
ム
計
力
愉
「
阿
以
下
社
告
の

適
引
が
川
混
と
な
る
が
、
木
浩
河
L
は
こ
の
問
題
に
芹
及
し
な
い

2
こ

な

β

、
こ
の
こ
と
一
院
庄
L
f
¥
出
川
ぃ
応
主
的
弓
M

条
い
い
刀
公
務
員
法
(
倍
以
次
九
十
訂
掛
川
判
」
ヘ
ア
弘
吉
日
、

γ比
一
斗
)
+
し
ド
ド

H
h
H
は
、
次
の
よ
う
に
い
λ

竹
一
職
H
R
仁
吋
て
心
的
荒
川
刊
に
以
等
を
A
m
q
川
す
る
こ
乙
レ
允
強
ピ
門
は
、

H
大
町
い
令
以
前
一
ι
£
乏
ず
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京
円
九
司
、
就
業
叶
H
d

問
、
斗
止
之
の
他
川
川
山
d
d
r
J

万
長
バ
ー
に

R
F
己
最
止
は
、
仏
語
竹
さ
こ
れ

Jj¥疋
均
る
に
山
川
{
L

戸
、
石
川
、
川
地
j

J

公
務
員
法
去
の

仙
閣
の
ヘ
ム
蒋
!
同
J

珂
係
出
対
ご
ガ
酌
基
叩
棋
を
た
め
な
い
限
り
、
訂
前
パ
UN
試
を
適
川
H

A
一
苫
る
を
μ
け
な
詰
J

九
一
か
の
で
あ
る
レ
い
わ
れ
ご
い
る
コ
か

!
〕
、
国
京
公
務
員
の
役
縦
い
つ
い
て
は
原
則
と
二
(
J
V
鵠
h
p
準
法
は
適

μ
除
外
l
y

さ
れ
一
ム
P

り
へ
国
公
法
附
則
一
六
、
た
だ
ー
、
同
泳
心
一
務

員
法
の
一
部
を
花
-
汁
す
ゐ
法
舟
(
山
川
一
は
一
一
一
)
附
川
川
部
朱
で
は
、
混
戦
に
一
両
T
F

る
同
本
公
務
門
、
に
つ
い
て
止
、
引
に
じ
い
は
が
制
比

支
比
さ
れ
る
ま
で
の
附
、
日
家
公
法
民
法
{
山
精
神
L

収
納
せ
ず
、
か
っ
、
川
法
に
甘
ん
つ
ノ
法
律
」
王
ん
は
ー
へ
事
院
畑
町
一
で
定
止
ら
れ
た
事
項

に
矛
盾
)
な
い
範
岡
山
一
仁
お
U
こ
み
情
某
準
は
お
よ
び
陪
号
、
一
仏
企
い
J

び
に
，

r札
、
ん
に
基
づ
く
命
令
円
規
定
£
4
4
m
q
川
サ
る
レ
)
て
い
る
虫
、

実
宜
的
に
は
ヰ
川
刑
事
れ
な
い
状
誇
に
あ
ム
ザ
レ
い
コ
て
よ
い
で
あ
う
つ
、
t

-

」
れ
は
人
事
凶
作
吹
川
が
v
h
自
主
干
に
潤
す
心
法
治
げ
の
つ
ほ
名
を
ま
七
、

に
い
る
と
〆
旬
、
ス
ら
れ
一
」
い
る
か

η

ド
あ
ん
j
~

す
)
だ
と
寸
れ
ば
、
羊
ハ
グ
公
捺
員
の
一
は
聴
の
恒
一
旬
年
中
争
条
例
ま
た
は
人
中
院
ん
以
荒
川
F
ハと

め
る
こ
と
と
し
て

U
さ
し
っ
か
こ
ん
な
川
町
む
は
あ
る
ま
い
か
c

長
司
キ
憲
法
的
一
日
待
』
に
色
め
ど
鮮

hvr，
フ
マ
」
ど
に
は
れ
庄
が
な
い
と
は
L

、
ん
ん
」
い
:
力
、
松
刊
誌
務
H
M

芯
伊
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
と

H
ポ
ド
一

E
t約
一

(Jた
の
ほ
〈
口
、
地

h
ね
い
づ
い
一
に
は

Jrbfd
に
先
制
「
'
一
~

め
ら
れ
て
い
る
部
九
ん
が
多
く
あ

y
、
黒
川
以
正
義
を
だ
め
と
叶
伝
弟
一
一
条
の
場
合
、
地
方
丹
市
i

一
は
条
例
三
出
品
を
た
め
る
?
と
え
一
必

め
て
お
り
戸
山
心
不
、
一
同
一
三
、
職
員
の
労
川
別
基
平
に
つ
い
て
も
ー
本
土
山
市
一
川
長
治
六
取
の
針
路
条
件
条
例
↓
下
義
仁
j

ふ
っ
と
に
、
法
汗
の
長

江
に
基
づ
え
条
例
で
こ
れ
へ
L

川上め

ω
二
と
は
吋
能
F
必
る
と
解

L
L
よ
い
よ
う
に
U
E
う」
J

括
本
時
析
仇
逐
条
い
い
円
一
リ
公
務
同
日
公
巾
次

川
町
引
収
一
主
白
川
針
一
一
胃
、
円
札
一
年
)
一
パ
ヘ
)
れ
ハ
ロ
ハ
了
、
も
け
旨
(
引
川
丈
の
ま
記
は
、
認
許
に
よ
る
)
説
得
刈
の
あ
る
、
も
ち

レ
も
な
ト
付
1

寸
と
い
子
よ
今
、

ヘ1
J

車
内
心
a

d

戸掲卜
4
h

九
凶
ヘ
川
叫
ん
、
橋
本
守
「
「
J

向
吉
一
ヘ
ノ
ハ
J

九
貫
主
一
主
ノ
目
。

(
一
〉
一
既
日
川
内
ω
・
対
一
拘
h
A

下
九
五
八
1
H

、
備
本
。
羽
判
書
一
り
一
ヘ
川
)
↑
h
n
u
A
r

一合同ー

(fl
」

-F
ぷ
・
削
伺
拘
η
甘
口
:
江
ヰ
今
一
山
な
お
、
ご
ご
一
ポ
え
れ
れ
J

一
ν」
扶
湿
叶
引
の
法
在
日
つ

v

F

に
は
、
太
V

八
一
の

3
をち一

m

F
7
一

度

目

門

前

舟
H
A
可
仙
叫
力
H
H
、
情
不
・
同
和
い
司
f
d

一
ハ
〉
一
一
一
円
芸
品
不
γ
目

Z)
同
日
弔
除
外
の
肝
心
叶
に
つ
い
し
ば
、
橋
本
・
r

山
科
吉
一
、
ノ
〉
一
一
司
正
念
日
に
た
ど
く
地
方
公
~
鴨
川
目
次
↓
同
条
什
明
に
規
定
予
る
リ
一
戸
市
山

-
同
小
川
叫
」
に
旧
軍
[
た
で
一
プ
レ
y
ク
ス
マ
タ
イ
山
ま
た
は
裁
E
F力
簡
を
勤
拾
L
V
d

院
に
問
す
る
条
例
r
'
K
め
7ω

戸
一
と
立
可
能
L

と
ず
心
一
一
的

'
に
つ
い
て
は
、
昨
川
島
・
削
掲
言
九
同
九
H
ハ
も
同
じ
、
一

ー
み
住
吉
広
川
市
川
規
正
λ

読
す

'rJは
ふ
れ
か
る
よ
う
I

旬、守一
EHH一
お
い
は
適
川

ZA外
J

ん
今
一
認
め
七
仁
芋
〆
レ
ち
の
体
出
斗
出
の
一
斉
刊
号

。
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従
前
町
民
ぬ
い
手
前
だ
L
J
J

一
王
さ
な
}
も
り
(
時
間
中
川
川
の
有
給
咋
昭
利
i
J
)

も

な

か

に
U
古
主
わ
れ
と
い
イ
乙
-

(
川
町
、
九
一
お
、
会
家
公
務
員
正
府
川
間
六
条
は
、
当
防
安
全
出
斤
仏
ト
f

ノ
い
ご
ち
、
そ
の
苅
司
合
た
外
〆
、
ぃ
L
J

(斗
J

ム
伐
に
は
、
都
道
府
県
お
よ
び
政
令
市
円
以
子
、
人
口
比
り
以
の
巾
お
よ
び
特
別
R
i
f
t
も
か
ぶ
例
ご
人
事
委
員
会
を
出
く
に
と
が
認
め

り
れ
て
お
り
へ
拡
ぢ
公
務
員
法

i
条
(
山
山
了
一
明
¥
北
山
市
以
外
の
市
と
し

C
止
J

廿
歌
山
市
に
へ
芋
吾
、
同
会
が
誼
が
れ
ど
い
る
叫

(
ロ
」
市
川
村
侭
健
μ
仁、
J

h

々
1

い
つ
い
に
は
、
民
域
保
怯
法
ヘ
争
以
一
、
を
お
ザ
山
な
い
り
、
市
町
村
に
助
、
，
、
は
、
い
い
1
し
ン
タ
を
可
能
康
滑
込

吋
尽
な
こ
と
称
し
て

4
d
m
分
説
v

し
、
u
h
邑
づ
け
て
い
る
例
も
み
ト
J
ハ
F
吋

へん
h
)

羽
十
す
の
別
l

十
九
第
コ
一
十
九
L
4
J
C

仙
れ
わ
っ
と
い
る
が
、
円
八
条
は
、
-
」
円
六
r
勺
に
判
き
吋
の
泊
、
γ
ハヱ
λ
乙
め
心
事
説
又
は
宇
品
判
明
一
件
一

じ
叫
勺
~
{
、
混
{
心
し
て
u
u
L

こ「

(
H
~
間
一
同
一
年
に
は
、
伐
に
組
公
法
人
hhf
六
茂
一
川
河
J

H

叫
注
~
の
規
刈
に
主
ワ
ベ
協
定
書
戸
来
こ
か
述
直
ヱ
ハ
汁
口
民
一
ヘ
一
'
第

内
川
へ
÷
ハ
日
J
)

〉
「
二
、
小
メ
:
川
口
ご
ド
ム

(
に
日

J

勺
別
手
輩
、
ハ
ペ
一
分
の
元
際
ド
つ
い
こ
は
、
小
同
町
村
山
川
友
次
地
方
公
議
員
の
事
一
山
町
議
時
間
い
日

JR山
第

次

以

訂

山

川
J

(
子
鴎
芦
一
一
吉
、
ぃ
刈

J
3
同
(
ノ
同
叶
二
ど
い
汐
伊
し

{
日
目
れ
ん
だ
し
、
ヌ
ム
げ
の
北
J叶
救
ヴ
花
ア
校
生
内
教
育
駄
目
の
給
-
J
M
r
一
間
ナ
ヲ
ゐ
h
J
M
M
r
出
J
山
」
の
遊
山
を

2
け
る
投
ト
ザ
恥
い
貝

γ
つ
い
て
は
、

へ
い
わ
中
肉
ん
は
巾
、
主
世
紀
前
門
話
J
に
は
あ
の
¥
「
禁
足
ド
よ
る
h
L
V

泣
週
休
一

u執
の
え
怖
が
地
方
汁
治
法
施
〆
灯
境
科
一
川
崎
元
午
J

に
荘
一
氏
す
る
と

!
し
て
、
パ
ー
ー
に
王
ー
た
さ
ま
れ

T
P
」ト
y

刀
あ

ω
昭
和
二
八
年

b
J
t
口
開
催
川
市
凶
一
は
同
長
一
?
議
院
引
会
万
働
委
員
会
に
お
け
る
J保
川
弘
作

凶
捻
ぃ
人

E
-白
古
γ
ヘ
U
~
の
ん
一
一
戸
答
斗
ー
を
を
円

。
罷
務
大
箆
(
篠
開
国
弘
作
君
)
地
方
公
訪
日
法
の
一
U
去
第
五
項
ペ
ー
城
[
口
市
川
訓
話
寺
町
そ
の
他
城

F、
の
給
与
以
外
の
勤
時
司
法
仕
バ
ザ
ケ
注

ぬ
る
仁
ν

と
っ
て
士
、
同
及
び
宮
内
机
L
リ
公
共
同
坑
内
戦
]
同
九
〆
一
の
尚
一
い
崎
J

僚
を
む
し
な
い
よ
う
に
流
出
土
与
章
子
仏
わ
れ
九
ふ
け
れ
は
二
ム
ん
か

に
一
こ
)
い
、
つ
「
つ
に
円
い
て
あ
り
ま
す
r

そ
「
亡
、
人
事
u
川
一
叫
則
円
五
ひ
?
と
い
っ
と
~
」
ろ
に
、
以

H
の
勤
務
品
閣
と
し
つ
の
子
ご
ヴ

U

ま

L
て
、
「
政
附
眼
目
内
勤
蒋
昨
聞
は
、
週
間
に
つ
い
て
凶
十
川
昨
間
ー
と
す
ゐ
乙
ご
つ
い
)
こ
レ
一
日
な
ふ
わ
け
プ
一
す
で
う
[
ギ
エ
コ
と
、

上
樫
を
井
一
舟
間
百
き
い

r休
止
フ
る
こ
と
に
よ
り
ま

l
亡
、
十
葉
県
の
防
長
の
勤
務
仲
間
は
、

ww一
川
間
以
一
時
間
、
斗
混
一
時
間
ず
つ
い
注

詐
〕
ご
い
く
オ
け
い
i

h

F

h

ま

J
1
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そ
こ
で
ご
の
以
全
第
五
一
墳
の
起
3
H
に
抵
触
す
る
f
一
号
ヌ
ま
L
L
7
ご
と
も
に
地
点
jf治
法
社
行
規

rの
第
三
九
条
都
道
官
県

作
訓
務
時
司
及
び
都
一
塁
汁
沼
山
の
織
自
の
仏
眠
法
び
休

H
寺
に
つ
い
、
口
、
巳
J
丹
制
蒋
昨
珂
及
び
し
日
吏
刀
休
暇
及
む
仏
日
仏
う
に
苅
ず
る
対
日
-
攻

守一弔
t
ゐ
P
こ
っ

3
っ
て
お
り
ま
す
。
作
九
都
三
山
町
知
事
は
、
特
J
必
ず
人
し
認
め
る
レ
さ
は
、
こ
れ
を
変
更
よ
る
こ
と
が
ご
え
一
ふ
、
一

ト
y
v
一
ノ
け
が
、
こ
の
に
ハ
」
ト
y
一
い
勺
二
J
止
、
特
別
に
水
ー
が
あ
J
ハ
一
シ
カ
災
ず
が
あ
っ
た
と
か
、
あ
ノ
d

N

は
ま
だ
、
ア
d
に
そ
の
蛇
帯
が
井
川
吊
な

せ
怖
の
取
り
で
品
つ
亡
、
示
、
の
引
法
ド
、
J
F
λ
一
一
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
よ
入
士
い
v
d
合
を
さ
し
て
い
る
の
己
止
っ
て
、
首
位
喝
の
乙
葉
峠
の
?
で
つ
な
地
判

官
士
さ
)
て
お
る
の
で
は
な
U
J
そ
P
)
で
工
、
つ
J
点
、

1
h出
h
公
社
川
円
は
の
ナ
川
条
第

υ
泊
じ
が
{
仲
し
、
ま
わ
地
1
1
]
J
市
川
叫
し
地
行
規

程
的
信
一
十
九
条
ド
ド
択
依
ず
る
と
い
)
ふ
つ
に
若
ん
ま

J
「
」
ハ
〆
か
う
い
い
ス
一
品
ム
ヲ
、
一
り
と
平
工
三
a
か
、
地
方
μ
治
法
第
一
古
山

l
六
条
の

のよ仇

1
E山
知
動
↑
ヲ
ム
γ
~
ー
と
九
%
ノ
¥

F
〕
れ
を
弘
一
(
つ
さ
れ
れ
ば
、
〕
の
百
阿
六
条
の
一
の
規
定
で
、
松
埋
八
件
刀
、
η
I
H
を
A
Y
じ
な
け
れ
ば
九
%

り
ぬ
よ
う
な
拡
尽
に
a
h
v
の
く
宇
削
に
や
的
て
も
ら
い
た
い
と
し
九
一
)
こ
を
事
詩
当
川
P
か
ら
弔
l
人
わ
れ
J
q
い
わ
し
ま
し
て
や
}
一
的
γ
き
と
い
な
ノ

れ
の
「
ご
さ
い
ま
す
「

(
M
J
4
科
一
一
は
不
当
労
的
行
為
北
泊
命
令
以
河
端
求

t
件
亡
あ
/

ι

に
が
、
本
件
医
y
T
り
が
小
当
労
働

h
お
μ
y
f〈
「

γ
、
。
い
〉
い
つ
判
断
は
、
高
及

工
へ
以
h
刊
で
え
一
一
一
力
刊
川
一
九
五
ー
ヶ
一

h
h
貞
一
お
k
ぴ
厳
司
裁
(
一
小
刊
え
今
一
一
労
川
六
戸
い
九
三
六
八
月
J
γ

お
い
て
も
組
持
一
一
れ
ご
い
る
c

ヘ
刊
な
お
、
何
本
公
詩
長
崎
尚
南
貯
の
非
常
勤
職
ロ
町
一
、
均
す
わ
w
f
宇
索
引
:
尚
之
が
こ
の
ご
と
に
関
連
ぷ
¥
次
の
よ
れ
に
述
べ
る
荻
村
引
い

も
あ
る
返
誠
?
〆
た
戦
口
ヰ
一
円
七
閉
す
る
刀
否
止
は
止
命
怯
4
q
m
/灯
、
J
行
政
川
山
一
一
u
v
v
l
j
J
て
の
和
よ
な
れ
則
行
お
で
あ
へ
(
、
そ
の
裁
量
に
去

ιら
札
て
お
い
、
京
以
し
た
非
常
勤
机
員
に
で
の
汗
政
処
分
を
安
求
J
q
る
惟
利
を
ば
め
た

μ
荒
は
な
l
v
L
5
る
に
、
本
件
肋
蒋
同
係
f
i
コ
い

L
虫
、
し
の
張
ヂ
合
併
車
梓
世
前
九
比
四
を
領
北
沼
市
[
、

ι
ゃい
Ym

再
打
川
市
J
V
一
主
効
と
し
て
、

t
L
7
〔
が
本
件
I
/

川
江
川
町
以
降
本
非
常
勤
職
員

と
し
て
の
日
出
川
仰
を
有
ナ
ヲ
る
と
悦

t
る
F

一f
は
、
法
に
川
行
規
定
が
な
い
山
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
吉
司
岐
川
県
什
政
見
合
l
f
し
て

η
汗
川

h
為
オ

安
丸
一
寸
る
崎
J
山
一
C
刊
号
F
L
P
}
V
九
之
、
作
礼
ノ
ム
ロ
ム
ず
、
~
じ
ん
止
弘
子
占
的
手
川
同
わ
為
力
行
不
1

/

な
い
の
に
、
士
山
民
的
に
匠
川
吋
期
間
の
定
め
の
な
い

非
申
品
結
ハ
町
を
4
み
出
一
タ
桔
呆
を
も
犬
、
つ
〕
、
非
市
町
杭
貝
の
川
町
ト
J
m
J
に
附
一
一
:
ふ
下
山
イ
に
法
の
F
i
厄
〆
な
い
制
幻
を
日
任
、
司
滑
な
ト
は
の
ア
、

地
を
川
川
ヰ
十
る
が
そ
れ
ワ
ペ
ー
に
さ
L
L
る
の
で
あ
ヲ
て
、
ご
わ
止
、
法
断
択
の
限
界
を
超
え
ム
旬
、
ち
の
レ
一
い
つ
ー
カ
な
く
、
到
叫
咋
認
ナ
ヲ
?
~
と
が

と
き
な
い
」
(
情
報
E

ン
ス
テ
ヘ
研
究
域
情
一
川
桔
一
川
刊
川
}
事
ぺ
京
以
前
川
2
1
成
へ
・
一
-
一
呼
判
九
二
一
号
八
戸
、
)

川
一
層
肝
嵐
認
め
ぐ
る
一
り
の
叫
一
品
川
一
℃
引
に
法
宇
品
六
一
義
一
号
つ
以
五
有
害
リ
〉
同
(
以
ト
、
一
一
一
H
b
雪
山
M
J

~(I 
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へ
り
一
地
力
公
務
R
J
払
八
全
坂
口
よ
川
両
は
ぞ
れ
ま
れ
れ
同
家
公
務
口
法
〕
八
朱
い
よ
山
べ
J
i
プ
九
条
一
畑
ψ
l
J
る

(
少
で
に
だ

L
、
三
京
公
務
員
十
点
ロ
柿
伯
ド
ナ
、
一
条
の
一
お
久
υ
州
ト
ワ
人
ム
訪
れ
災

τ滞
慢
注
一
ヘ
条
の
に
定
め
る
問
問
浦
日
/
十
八
立
ト
ド
弘
、

品
川
町
J
L
〕
工
ー
に
よ
る
も
の
(
労
問
吉
川
火
占
補
憧
民
険
法
二
一
条
で
し
ろ
「
傷
病
年
金
J
も
含
ま
札
ゐ
レ
い

j

リ
日
い
は
あ
る
一

(
川
山
一
給
力
公
務
員
勺
人
戸
日
開
μ
司
法
施
h
i
沌
凶
川
主
弟
一
に
定
町
ふ
ん
句
柄
仏
誠
一
世
相
(
海
州
州
出
午
ん
1
九
J
支
給
さ
れ
る
長
L
村
空
の
匁
病
等
科
)

c
z
d
J
て
ち
、
一
材
料
系
統
山
機
能
又
は
杭
J
仰
い
再
し
い
准

=ε有
L
1
品
川
一
労
務
出
J
9
7
T
亡
し
が
守
や
さ
な
い
」
蜘
脱
出
此
山
内
被
能
一
事

〕
い
砕
拝
を
む
し
、
吊
仁
、
ガ
阿
川
い
慨
す
f
q

ニ
ζ

カ
で
主
な
い
一
乙
い
ワ
ウ
史
什
士
充
け
に
す
る
三
乙
が
必
要
じ
な
る
な
お
、
傷
病
斗
救
表
仁
一
小

さ
引
に
め
一
級
か
え
宿
一
殺
の
停
士
ロ
円
一
恭
一
宇
は
、
り
勺
掛
間
半
百
九
官
補
償
保
険
法
山

F
U恥
削

別

表

第

と

ほ

ぼ

司

1

6

1

主

情

本

a

↓
出
品
辛
口
口
一
一
凶
1
H
…
た
で
し
、
お
ト
刀
公
務
R
災
害
柏
慎

ιの
適
正
い
を
す
え
け
ず
、
日
斗
四
基
牟
仙
の
災
害
一
同
訟
の
組
児
島
乞
ミ
け
る

峨
民
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
ヘ
条
町
打
川
切
り
対
的

d
わ
う
こ
」
戸
よ
り
府
主
!
万
人
P

こ
と
か
で
戸
勺
」
に
す
る
一

一
目
、
に
三
司
れ
ば
、
，
ォ
間
八
戸
一
一
昨
一
条
に
つ
し
て
は
、
?
れ
か
地
L
刀
ペ
ヘ
務
員
に
通
用
4
る
忠
球
が
さ
も
そ
も
な
い
レ
も
い
え
る
〕

(
川
亡
例
え
ば
、
口
ゥ
ノ
川
良
府
院
し
一
T
科
、
大
阪
以
刊
平
成
一
六
労
刊
仁
一
ー
ハ
γ
J
一
一
川
山
市
竺
:
ほ
給
与
一
条
例
の
規
で
そ
も
ζ

に、

wd
汗
給
謝
料

1
半
「
を
剖
増
賃
金
の
立
r主
主
張
!
h
含
め
る
べ

3
で
は
な
い
と

J
心
時
間
の
張
か
、
1
初
任
給
利
主
千
υー
は
、
ド
ト
師
L

一
三
つ

以
に
ほ
己
し
て
付
加
的
支
払
わ
れ
る
]
I
-一
一
仁
志
り
、
民
的
L
一
!
日
に
の
J
げ
午
前
に
と
て
両
市
の
笠
む
と
い
み
く
き
と
法
る
か
ら
、
割
同
賃
ヘ
L
の

持
だ
の
H
h
洗
い
加
も
八
必
ぺ
き
」
1
d
r
、
斥
け
ム
れ
て
い
必
一
審
で
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